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国内旅行市場は、人口減少が進む中で、コロナ前の約10年間、旅行者数・消費額とも横ば

いで推移しており、国内における新たな交流市場を開拓する取組が求められている。今後と

も人口減少の影響は避けられない中、2025年には、団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる

など今後増加が見込まれる高齢者等の旅行需要を喚起するため、ユニバーサルツーリズム（

誰もが気兼ねなく参加できる旅行）の普及・定着を目指すことが期待されている。

高齢者や障害者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、旅行商品の造成を行い、

ユニバーサルツーリズムを促進することにより、需要の平準化や新たな交流市場拡大を進め

る。このため、旅行が困難な方の需要の掘り起こしのために調査を行うとともに、高齢者・

障害者等に応じた商品造成に資するモニターツアー等を実施する。その上で、これまでユニ

バーサルツーリズムに係る旅行商品を取り扱ったことがない旅行会社でも、持続可能なビジ

ネスの観点から当該旅行商品の取り扱いができるよう、商品造成手法の確立や効果的な商品

流通経路等を整理し、ノウハウを含んだマニュアルを作成することを目的とする。

１ 業務の目的

１ 業務の目的
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２ 事業スキーム



１ 業務の目的

３ 事業スケジュール
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モニターツアーを実施するにあたり、旅行会社に対してユニバーサルツーリズム旅行商品

の取組状況や、商品造成・販売の課題等について、ユニバーサルツーリズム旅行商品の更な

る促進の方策に資するヒアリング等を実施し、結果を取りまとめた後、実施すべきモニター

ツアーの計画案を作成するため、旅行会社を対象としたWEBアンケート調査を実施した。な

お、旅行会社に対しては、観光庁において令和５年度に作成した「ユニバーサルツーリズム

の普及・促進に関する事例集」の活用状況の調査もおこなった。

さらに、WEBアンケート調査結果をもとに、更に深堀りするため、5社以上を目安に個別ヒア

リングを行い、調査結果をもとに、調査対象を複数の類型に整理し、類型ごとの課題を整理

し推進レベルに応じた促進について検討。

(１)調査概要

①調査方法

WEBアンケート調査

２ 業務内容

１ 事前調査
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②調査目的

ユニバーサルツーリズム旅行商品の更なる促進のための実施すべきモニターツアーの計

画案を作成するため、旅行会社に対してユニバーサルツーリズム旅行商品の取組状況や、

商品造成・販売の課題等を確認する。

③調査対象者

日本旅行業協会（JATA）、全国旅行業協会（ANTA）に所属する全国の旅行会社を対象とし

、第一種・第二種・第三種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業を含む。

④調査期間

令和７年８月１４日（木）～令和７年８月２５日（月）

⑤回答企業プロフィール

回答数：135社

回答企業135社の業務範囲は第一種旅行業47社、第二種45社、第三種40社、地域限定旅行

業3社であった。

取扱商品では募集型企画旅行を扱う会社が76社、受注型企画旅行が105社、手配旅行が

120社と、複数の事業形態を兼ねる会社が多い。

従業員規模は 1～10人の小規模企業が約6割を占める。次いで11～100人の企業が25％で

あった。本社所在地が関東の旅行会社が最も多く（44％）、次いで近畿（17％）、中部（

11％）が続く。

１ 事前調査

２ 業務内容
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図表１ ユニバーサルツーリズム商品の取り扱い状況 （％）（n=135）

ユニバーサルツーリズム商品取り扱い実態
ユニバーサルツーリズム商品については、「取り扱っている」と回答した事業者が約24％、「
現在取り扱っていない」と回答した事業者が全体の73％を占めた。一方で、「1年以内に取り組
む予定」と回答した事業者も少数ながら存在しており、今後の取組拡大に向けた動きも一部で
見られた。

ユニバーサルツーリズム商品の取扱状況を業務範囲別に見ると、第三種旅行業においては約
30％が既に取り扱っていると回答しており、他の業務区分と比較して相対的に高い水準にあ
ることが明らかとなった。

図表2 業務範囲ごとのユニバーサルツーリズム取り扱い状況 （％）（n=135）

２ 業務内容

１ 事前調査
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（２）調査結果概要

Q:心身に何らかの不自由がある高齢者や障害者を対象としたユニバーサルツーリズム商品
を現在取り扱っていますか。



図表３ ユニバーサルツーリズム商品対象者別取り扱い状況 （％）（n=33）

ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っている事業者における対象者別の取扱状況を見ると、最も

多かったのは「身体障害者」であり、27社（81.8％）が対応していると回答した。これに次いで、「高

齢者」が19社（57.6％）と高い割合を占めていた。一方で、「知的障害者」（33.3％）および「精神

障害者」（21.2％）については、対応している事業者の割合が相対的に低く、対象者によって取扱

状況に差があることが示された。

Q：心身に何らかの不自由がある高齢者や障害者を対象としたユニバーサルツーリズム商品を「①
取扱っている」と回答された事業者にお尋ねします。貴社で取り扱っているユニバーサルツーリズム
商品の対象をお答えください （複数回答可）
①身体障害者 ➁精神障害者 ③知的障害者 ④高齢者 ⑤その他（ ）

２ 業務内容

１ 事前調査
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図表４ ユニバーサルツーリズム未取り扱い理由（％）（n=99）

Q:ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っていない事業者にお尋ねします。
①ユニバーサルツーリズム商品の必要性を感じているが、課題があり現状取り扱っていない
②ユニバーサルツーリズム商品の必要性を感じないため、現状取り扱っていない

ユニバーサルツーリズム未取り扱い理由 

ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っていない事業者においては、「必要性は感じているが、課

題があり未取組」と回答した事業者が約77％という結果であり、意識面では一定の関心が確認さ

れた。

２ 業務内容

１ 事前調査
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ユニバーサルツーリズム商品取取扱事業者の課題

ユニバーサルツーリズムに取り組んでいる事業者が認識している課題を見ると、最大のボトルネッ

クは、宿泊施設、観光施設、交通手段、受入体制、安全面などに関わる「現場の供給制約」であるこ

とが明らかとなった。バリアフリー対応が可能な宿泊・観光施設や交通手段の数が限られていると

感じることが、旅行商品の造成や安定的な提供を妨げる要因となっている可能性がある。

こうした供給制約は、実際に事業に取り組む中で初めて明らかになるケースも多く、「事前には把

握しきれなかった具体的な障害」が現場段階で顕在化している実態がうかがえる。

また、社内における人材不足や工数の確保、採算性の確保といった人材・経営面の課題について

も、供給制約と同程度に重要な課題として認識されている。特に、顧客一人ひとりへの対応に多くの

工数を要する点が、取組課題となっている。

さらに、市場調査や情報収集についても、約３割の事業者が課題を挙げており、ターゲット市場や

顧客ニーズを的確に把握することの難しさが示された。

ユニバーサルツーリズム商品未取扱事業者の課題

また、ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っていない事業者のうち、「必要性は感じるが、課題

があり未取組」と回答した事業者の課題において、最も多く挙げられたのは「専門知識を有し対応で

きる人材・体制が社内にない」であった。次いで、「ユニバーサルツーリズムに関する社内の知識や

対応ノウハウが不足している」、「人的リソースが不足している」と続いており、人材・知識・体制に関

する課題が上位を占めている。

また、「顧客層の年齢や障害種別に応じたニーズ把握が難しい」、「ユニバーサルツーリズム商品

のニーズが少ない（市場が小さいと感じる）」といった回答も一定割合見られ、市場理解や需要把握

の難しさが、取組開始のハードルとなっている可能性が示された。

これらの結果から、未取扱事業者においては、宿泊・交通等の物理的な受入環境よりも前に、「社

内に知識や人材がなく、どのように始めればよいか分からない」という導入段階の課題が障壁とな

っている可能性が示された。

２ 業務内容

１ 事前調査
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Q：ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っている事業者にお尋ねします。
あなたの会社がユニバーサルツーリズム商品を取扱うことに関する課題をお答えください（特に課
題と感じる項目を５つ以内で選択ください）

Q:ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っていない事業者にお尋ねします。
あなたの会社がユニバーサルツーリズム商品を取扱うことに関する課題をお答えください（特に課
題と感じる項目を５つ以内で選択ください）



図表５ ユニバーサルツーリズム取り扱い事業者（n=３３） ・未取り扱い事業者課題（n=７６） （％）

２ 業務内容

１ 事前調査
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ユニバーサルツーリズム商品取扱事業者の工夫

ユニバーサルツーリズムに取り組む事業者においては、旅行行程の設計にあたり、安全性と安心

感の確保し、参加者が無理なく旅行を楽しめるよう、全体の流れに配慮した工夫が行われている。

移動時間や休憩の取り方、トイレや食事への配慮など、旅行行程全体を通じた設計上の工夫が特

徴的である（スケジュールに余裕をもたせる、行程自体の工夫45.5％） 。

また、外部の専門家や福祉関係者と連携する取組が見られた(21.2％) 。これにより、専門的な

知見を取り入れながら、より安全で安心な旅行商品の提供が図られていると推察される。さらに、

事業継続の観点からは、収益性を確保するため、オーダーメイド対応時のやコストを踏まえた旅行

代金の設定(24.2％）など、価格面での工夫が行われている点も特徴として挙げられる。

Q:ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っている事業者にお尋ねします。
貴社のユニバーサルツーリズム商品について、企画から販売、実施までのうち、特に注意、工夫して
いる点をお答えください。（特に注意、工夫している点を５つ以内で選択ください）

□ターゲット層（高齢者、障害者など）ごとにニーズ調査を行っている
□バリアフリー旅行相談窓口など地域団体や福祉施設と連携して需要を掘り起こしている
□リピーターや口コミによる紹介を重視している
□SNSや動画などを活用して不安を払拭するような発信をしている
【社内体制・人材育成】
□ユニバーサルツーリズム対応ができる担当者を専任・明確化している
□社内研修や外部研修を活用してスタッフの知識・接遇力を高めている
□外部の専門家（地域のバリアフリー旅行相談窓口、ユニバーサルツーリズムセンター、福祉施設、
介助士等）と連携して体制を補っている
□バリアフリー対応施設をリスト化・データベース化している
□安全性を考慮し、あらかじめ現地を下見・視察している
□必要に応じて、介助人員や補助器具を手配できる体制を整えている
□スケジュールに余裕をもたせる、トイレ・食事・移動動線を重視するなど、行程自体を工夫している
□他社事例や行政のガイドラインを参考にしている
□顧客アンケートや相談内容をもとに商品改良を重ねている
□地域の観光協会・自治体・バリアフリー相談窓口・ユニバーサルツーリズムセンター、福祉施設など
からの情報提供を積極的に活用している
□団体ツアーや複数人同時対応で効率化を図っている
□オーダーメイド対応時に、コストに見合った旅行代金を設定している
□公的助成や補助金を活用してコストを抑えている
□平日や閑散期に実施することで稼働率向上と両立させている
□専門ページやパンフレットを制作し、ユニバーサルツーリズム商品の魅力を明確に打ち出している
□地域や施設と協働してプロモーションを実施している
□「誰もが楽しめる旅」として健常者にも訴求する表現を工夫している
□ユニバーサルツーリズムを必要としている顧客を保有している
□その他（自由記述）

２ 業務内容

１ 事前調査
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２ 業務内容

１ 事前調査

図表６ ユニバーサルツーリズム商品について工夫している点（n=３３） （％）
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Q:２０２４年に観光庁より発表された「ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例

集」の活用状況についてお答えください

（参考）観光庁HP「ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例集」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001767856.pdf

図表7 ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例集の認知度（n=135） （％）

ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例集の認知度

ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例集については、約70％の事業者が認知して

いない状況であった。

２ 業務内容

１ 事前調査
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■総括

事前調査では、旅行会社を対象としたWEBアンケートおよび個別ヒアリングを通じて、ユニバー

サルツーリズム商品に関する取組状況、課題、工夫点を把握した。

その結果、回答事業者全体の約7割がユニバーサルツーリズム商品を「現在は取り扱っていない」

と回答しており、現時点では未取扱事業者が多数派であることが明らかとなった。一方で、未取扱

事業者のうち約8割が「必要性は感じているが、課題があり未取組」と回答しており、ユニバーサル

ツーリズムの意義や必要性に対する認識は一定程度浸透しているものの、具体的な取組開始には

至っていない実態が確認された。また、少数ではあるが「1年以内に取り組む予定」とする事業者も

存在しており、今後の取組拡大の可能性も一部で示唆された。

本調査結果を基に、ユニバーサルツーリズム商品を既に取り扱っている事業者と、未だ取り扱って

いない事業者の課題を比較すると、両者の課題は性質の異なる段階に位置していることが明らかと

なった。

■取扱事業者の課題（運用段階の課題）

ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っている事業者においては、最大の課題として、宿泊施設、

観光施設、交通手段、受入体制、安全面などに関わる「現場の供給制約」が挙げられた。バリアフリ

ー対応が可能な施設や交通手段の数が限られていると感じることにより、商品造成や安定的な提

供が難しくなっている可能性がある。

これらの課題は、実際に事業に取り組む中で顕在化するケースが多く、「事前には把握できなかっ

た具体的な制約」が現場段階で明らかになる点が特徴である。また、顧客一人ひとりに応じた丁寧

な対応が求められることから、人材不足や工数確保、採算性の確保といった人材・経営面の課題も

、事業継続上の取組課題となっている。

■未取扱事業者の課題（導入段階の課題）

ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っていない事業者においては、「必要性は感じているが、課

題があり未取組」と回答した事業者が約８割という結果であり、意識面では一定の関心が確認され

た。

具体的な課題としては、「専門知識を有し対応できる人材・体制が社内にない」「ユニバーサルツー

リズムに関する社内の知識や対応ノウハウが不足している」「人的リソースが不足している」といった

、人材・知識・体制に関する課題が上位を占めており、「社内に知識や人材がなく、どのように始めれ

ばよいか分からない」という導入段階の課題が障壁となっている可能性が示された。また、顧客ニー

ズや市場規模の把握が難しいと感じている事業者も多く、取組開始前の段階における不確実性が

参入の障壁となっている可能性がある。

２ 業務内容

１ 事前調査
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モ二ターツアーを実施するにあたり事前調査結果をもとに、更に深堀りするため、５社以

上を目安に個別ヒアリングを実施した。調査結果をもとに調査対象を複数の類型に整理し、

類型ごとの課題や工夫点をヒアリングし、推進レベルに応じた方策を検討した。

(１)調査概要

①調査方法

オンライン会議で各社30分～１時間程度でインタビューを実施。

②調査目的

モニターツアーの実施を通じてマニュアルを作成するにあたり、ユニバーサルツーリズム

の推進度ごとに見られる課題や工夫点を整理することを目的として、旅行会社を対象に事前

調査を実施した。その結果を踏まえ、内容をさらに深掘りするためのオンラインインタビュ

ー調査を行った。

③調査対象者

・取組事業者（５社）

…ユニバーサルツーリズム旅行商品を現在取り扱っている旅行会社

・取組初期段階・未取扱の旅行会社（３社）

…現在ユニバーサルツーリズム旅行商品を取り扱っていないが、今後取り組む予定の旅行

会社

④調査期間

令和７年９月１１日（木）～令和７年９月１９日（金）

２ 個別ヒアリング

２ 業務内容
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⑤ヒアリング項目

【取組事業者】

１)取組の背景・目的

２)対象の設定

３)商品・販売手法

４)パートナー連携 

５)顧客対応

６)社内体制・人材育成

７)経営的視点・成果

８)ユニバーサルツーリズム取組についてのアドバイス 

【取組初期段階・未取組事業者】

１)現状認識・意識

２)取り組めていない理由・障壁

３)顧客ニーズに関する認識

４)必要な支援・情報

５)将来展望など

２ 個別ヒアリング

２ 業務内容
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(２)ヒアリング概要

【取組事業者】

先進的にユニバーサルツーリズムに取り組む旅行会社へのヒアリングから、以下のような意見が

得られた。

１)取り組みの背景・目的 

高齢化社会への対応や社会貢献の意識を背景に取り組み始めているという意見や、顧客から

の具体的な要望がきっかけであったという意見があった。また、スタッフの強い思いや、すべての

人が旅行を楽しめる環境を作りたいなど、社会的意義が取組のきっかけとなっているという意見

があがった。

２)対象の設定

高齢者施設や特別支援学校から直接依頼を受ける事が多いという意見や、 「誰一人取り残さ

ない」姿勢で、障害者や高齢者を中心に広く受け入れているという意見があった。

３)商品・販売手法

   受注型商品を中心に、個々のニーズに応じたオーダーメイド型ツアーを多く取り扱っており、営

業手法としては、ルートセールスや福祉施設との連携を通じて直接受注しているとの意見が多か

った。一方で、募集型商品については、グループ需要に応じた形で提供しているほか、着地型商品

の企画・販売を行っているとの回答もあった。また、販売手法に関しては、WEBのみでの情報発信

ではターゲット層が更新情報を十分に把握できない場合が多いとの指摘があり、紙媒体とWEB

の双方を活用している工夫をされていた。

４)パートナー連携 

地域のバリアフリー旅行相談窓口の存在を十分に認識していない事業者がある一方で、当該窓

口との連携を積極的に進め、着地地域における現地サポーターとしての依頼や現地下見の委託を

行うなど、実務面での協働体制を構築している事業者も見られた。連携状況には事業者間で差が

あり、二極化の傾向がうかがえた。

２ 業務内容

２ 個別ヒアリング
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５)顧客対応 

 障害者本人とのコミュニケーションを重視し、事前に要望や配慮事項を丁寧に把握することで、ク

レームの未然防止につなげているとの意見があった。さらに、受注型を中心とした営業体制の元、担

当者が顔の見える形で対応しているため信頼関係が構築されやすく、クレームはほとんど発生して

いないとの意見があった。

６)社内体制・人材育成 

人材育成については、事業者の規模や体制によって対応に差が見られた。ユニバーサルツーリズ

ムの専門部署を設置し、体系的な社内研修を実施している企業がある一方で、実務を通じたノウハ

ウの継承により人材を育成しているとの意見も挙げられた。

７)経営的視点・成果

一般団体旅行と比較して手間や対応負担が大きいことから、その分のコストを適切に価格へ反映

し、顧客の理解を得たうえで契約に至っているとの意見が見られた。大きな利益を生む事業ではな

いものの、競合が少ない分野であることから、リピーターの獲得を通じて安定的な収益を確保して

いるとの声もあった。また、今後の市場ニーズの拡大に期待する意見も挙げられた。一方で、社内

外における認知度の向上が課題として指摘されており、「この会社なら安心して相談できる」と思っ

てもらえるような信頼の醸成と認知拡大が重要であるとの示唆があった。

８)ユニバーサルツーリズム取組についてのアドバイス 

配慮を要する旅行者への対応については、特別扱いとするのではなく、丁寧かつ誠実な姿勢で取

り組むことが重要であるとの助言があった。また、事前に顧客の要望や配慮事項を的確に把握し、ミ

スマッチを防ぐことの必要性も指摘された。一方で、専門部署の設置や特別ツアーの造成を必須と

するものではなく、既存商品のユニバーサルツーリズム化など、可能な範囲から取り組むことが重

要であるとされた。対応が難しい場合には、その旨を率直に伝えるとともに、有料となるサービスに

ついては適切に説明するなど、無理のない範囲で持続可能な形で取り組むことの重要性が示され

た。

２ 業務内容

２ 個別ヒアリング
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【取組初期段階・未取扱の旅行会社】

取組初期段階・未取扱の旅行会社へのヒアリングからは、次のような課題認識やニーズがあった。

１)現状認識・意識 

将来の事業展開や顧客ニーズへの対応を見据え、ユニバーサルツーリズムに取り組みたいとの意

向や必要性は強く感じていた。しかし、今後の重要性は認識しているものの、現時点では具体的な

取り組みに至れていないという意見が多かった。

２)取り組めていない理由・障壁

バリアフリー対応施設に関する情報の不足に加え、旅行中の参加者への具体的な対応方法に関

する知見の不足や、障害のある方への対応ノウハウの知識不足、さらには人的リソースの制約が主

要な障壁として挙げられた。加えて、集客・プロモーション手法の確立も課題の意見があがった。

３)顧客ニーズに関する認識

高齢者や障害のある方の旅行需要は高いと認識されており、今後さらに増加すると見込む事業者

が多かった。また、大手にはない細やかなサービス提供が自社の差別化につながると考える声も見

られた。一方で、現場における課題として、ユニバーサルツーリズムを想定していないツアーにおい

て、参加者から事前の申告がないまま参加された事例があり、十分な準備や知識がない中で当日

の対応が難しいとの指摘も挙げられた。 

４)必要な支援・情報

相談窓口や支援ネットワークの認知度を高めることに加え、研修やマニュアルの整備、バリアフリ

ー施設情報の集約、成功事例や需要データの共有を求める意見があった。

５)将来展望など

ユニバーサルツーリズムは今後のビジネスに必要になると考えており、まずは既存商品にユニバ

ーサルツーリズム要素を取り入れることや高齢者向け商品から始めるといった意見があった。足踏

みの要因としては、情報不足とマニュアル未整備が挙げられた。

２ 業務内容

２ 個別ヒアリング
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３ 推進レベルごとの課題の整理と促進の方策

類型 主な課題 方策

ユニバーサルツーリ

ズム「取扱事業者」

取組事業者の課題は、宿泊施

設・観光施設・交通手段・受

入体制・安全面に関わる「現

場の供給制約」であった。対

応可能な施設や交通手段が限

られており、商品造成や安定

的な提供が難しい状況が見ら

れた。加えて、人材不足や工

数確保、採算性の課題、さら

にターゲット市場や顧客ニー

ズの把握の難しさも、取組拡

大の障壁となっている。

供給制約への対応としては、地域の関係機関や

受入事業者との連携強化に加え、簡易福祉用具

等を活用することにより、通常客室を柔軟に利

用するなどの工夫が有効であると考えられる。

また、バリアフリー情報の整理・可視化による

商品造成や情報提供の効率化、バリアフリー情

報の積極的な発信、商品造成ノウハウの共有、

地域の福祉事業者等との連携を進めることで、

受入体制の不足の解消を図るとともに、サービ

スの質の向上と採算性の確保、さらには事業の

持続性の確保につなげていくことが重要である。

ユニバーサルツーリ

ズム「取組初期段階」

取組初期段階では、宿泊施設

や観光施設において何を確認

すべきかという観点が整理さ

れておらず、障害者等の対応

に関する情報の不足が、安全

確保、ツアー運営における不

安を生じさせている。また、

実際に商品として販売し収益

化を目指すための、ターゲッ

トに届く有効なプロモーショ

ン手法が確立しておらず、集

客面での具体策に課題を抱え

ている。

安全確保に関する基本事項を明確化するために

は、確認すべき事項を整理したチェックリスト

や、参加者の状況に応じた対応方法を参照でき

る実務的なリストを整備することが有効である。

あわせて、モデル事業やモニターツアーへの参

画を通じて実践経験を蓄積し、現場の課題を具

体化することで、実務的知見の向上が期待でき

る。さらに、地域の福祉事業者やバリアフリー

旅行相談窓口と連携し専門的知見を補完すると

ともに、ターゲット層を明確にしたうえで適切

なプロモーション手法を検討することにより、

安心して商品化を進められる体制を整備するこ

とが重要である。

ユニバーサルツーリ

ズム「未取扱事業者」

未取組事業者の多くは、必要

性を感じながらも「専門知識

を有する人材・体制がない」

「社内ノウハウが不足してい

る」といった人材・知識面の

課題を挙げている。また、顧

客ニーズの把握や市場規模へ

の不安も取組開始の障壁と

なっている。物理的受入環境

以前に、何から始めればよい

か分からない」という導入段

階の不安が大きな課題である。

取組を推進するにあたり、基礎研修の実施やマ

ニュアルの提供、先進事例の共有に加え、地域

の福祉事業者やバリアフリー旅行相談窓口との

連携を通じて知識やノウハウを補完することに

より、導入に対する不安や障壁の軽減を図るこ

とが有効である。また、「何から始めればよい

か」を明確に示すことも重要である。まずは、

既存商品への部分的な配慮の導入など、小さく

始められる取組例を提示することで心理的ハー

ドルを下げ、段階的な取組へとつなげていくこ

とが有効である。

２ 業務内容
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４ 有識者・業界関係者による検討会の実施

本検討会は、ユニバーサルツーリズムの推進に向け、有識者10名およびオブザーバー2名により

、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行を念頭に、モニターツアー

の検討および検証を行い、旅行商品造成にあたっての留意点やプロセスごとの対応・ノウハウ等を

整理し、実践的なマニュアルの作成に資することを目的として開催した。

(１） 検討会の目的

(2） 検討委員およびオブザーバー

（検討委員） ※五十音順・敬称略

 榎本 博文 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 副会長

 岡本 敏美 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 副会長

 小幡 恭弘  公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長

◎久保田 美穂子   亜細亜大学経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 准教授

 関 裕之 一般社団法人 日本旅行業協会ユニバーサルツーリズム推進部 部会長

（株式会社JTB全社ユニバーサルツーリズム推進担当課長）

 長橋 正巳   特別非営利活動法人 ユニバーサルツーリズム総合研究所 

  理事長・代表研究員

 橋口 亜希子 発達障害を手がかりとしたUDコンサルタント

株式会社Bridges to Inclusion 代表取締役

 藤田 然 富士見高原リゾート株式会社 八峯苑営業課長

 宮川 和夫 旅のよろこび株式会社 代表取締役

 山崎 まゆみ 温泉エッセイスト 跡見学園女子大学（観光温泉学温泉文化論）兼任講師

 （オブザーバー）

 中山 忍 一般社団法人全国旅行業協会 経営調査部部長

 野浪 健一  一般社団法人日本旅行業協会 国内旅行推進部長

※◎は座長

本検討会の検討委員には、関係団体・福祉団体の関係者、ユニバーサルツーリズムの研究者や専

門家、旅行商品造成・観光施設運営に携わる実務者を招請し、専門的知見、当事者視点および実務

視点をバランスよく取り入れた検討体制とした。

また、旅行業界全体の動向を踏まえた助言を得るため、旅行業関係団体もオブザーバーとして参画

し、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行に向け、実践的なマニュア

ル作成に資する検討を行った。

２ 業務内容
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(３） 検討会の実施

本事業では、実践的なマニュアル作成に向け、計3回の検討会を開催した。

  第1回検討会では、本事業の趣旨・目的の共有を行うとともに、事前調査の結果（速報）やモニター

ツアー案の概要を踏まえ、検証の視点およびマニュアル作成の方向性について検討を行った。

  第2回検討会では、旅行が困難な方の需要掘り起こしに関する調査票案および第1回検討会での

意見への対応状況について報告を行った。あわせて、ユニバーサルツーリズムの先進的旅行会社

等からの好事例ヒアリングを実施し、実務的観点からの検討を深めた。

1月中旬にマニュアル（案）を有識者へ事前に共有したうえで、第3回検討会では、マニュアル案に

ついて審議が行われ、内容の妥当性や実務への適用可能性について確認した。

  第3回検討会では、有識者から多角的な視点による指摘を受け、それらを反映した最終案につい

ては、座長一任のもと最終的にマニュアルを完成させた。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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(4） 検討会の議事概要

１ 開催日時：2025年9月24日（水） 1３:00～15:00

２ 開催場所：クラブツーリズム本社（及びオンライン）

３ 出席者(敬称略：順不同)

（委員）＊印はオンライン参加

久保田美穂子 亜細亜大学経営学部 ホスピタリティー・マネジメント学科 准教授 （座長）

小幡恭弘 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長

関裕之 一般社団法人 日本旅行業協会ユニバーサルツーリズム推進部 部会長

（株式会社JTB全社ユニバーサルツーリズム推進担当課長） 

橋口亜希子 発達障害を手がかりとしたUDコンサルタント

 株式会社Bridges to Inclusion 代表取締役

山崎まゆみ 温泉エッセイスト 跡見学園女子大学（観光温泉学温泉文化論）兼任講師

＊ 長橋正巳 特別非営利活動法人 ユニバーサルツーリズム総合研究所 

 理事長・代表研究員

＊ 藤田然 富士見高原リゾート株式会社 八峯苑 営業課長

＊ 宮川和夫 旅のよろこび株式会社 代表取締役

（オブザーバー）

野浪健一 一般社団法人日本旅行業協会 国内旅行推進部長

（観光庁）

根来恭子 観光庁 参事官（旅行振興）

大石克也 観光庁 観光産業課 宿泊業活性化調整室長

４ 議題

（１） モニターツアー案について

（２） マニュアル骨子案について

(4） - 1 第1回検討会

当日の様子

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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５ 議事趣旨

①モニターツアー案について

■対象の分類は障害別ではなく「お困りごと」ベースの設定とすべき

手帳等級や障害種別といった固定的基準では個々のニーズを十分に反映できず、実務上で 

も単一基準で参加者を分類することは限界があるとの見解が示された。

精神障害のなかでも発達障害に重点がおかれているが、発達障害とその他の精神障害とは、配

慮の内容が異なることを認識して欲しいとの見解が示された。

ヒアリングを通じて「やりたいこと」や「心配・お困りごと」を把握し、その結果を踏まえて、通常の旅

行商品（ダイナミックパッケージなど）にも安心して参加できるよう、必要な個別配慮を組み込む体

制を整えるべきであるとの指摘があった。

■募集型企画旅行よりオーダーメード型のアプローチが有効

特に精神障害や知的障害の分野では、参加基準の設定が困難であり、画一的な募集型企画旅行

では対応が難しいとの見解が示された。さらに、障害者専用ツアーという従来型の手法は現在の多

様化する旅行ニーズには必ずしも適合せず、個々のニーズに柔軟に対応できるオーダーメード型の

アプローチを導入することが、より実効性のあるユニバーサルツーリズムの実現につながるとの見

解が示された。

■ビジネスモデル（採算性・参入容易性）を見据えた検証の必要性

ツアー造成にかかる手間や想定販売価格の妥当性を踏まえ、現実的かつ持続可能なビジネスモ

デルを構築するための検証が必要であるとの指摘があった。募集型企画旅行（一般ツアー参入型）

、受注型企画旅行（オーダーメード個人旅行、施設主催グループ）との適合性及び事前ヒアリングを

通じて顧客ニーズを的確に把握し、商品設計にどう反映させるかの検証が重要であるとの見解が

示された。

②マニュアル骨子案について

■ユニバーサルツーリズムの目的の再確認

ユニバーサルツーリズムは障害の有無を問わず、旅行におけるあらゆるバリアを取り除き、誰もが

安心して旅行できる環境を整備することが目的であることを、冒頭に示すべきとの指摘があった。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施

24



■実務で使えるマニュアルの必要性

全ての障害への対応ノウハウを網羅的に提示することは不可能ではあるが、マニュアルは形骸化

を避け、現場で実際に活用できる実践的な内容にすることが重要であるとの見解が示された。

また、個人・グループを問わず多様なニーズ・各シーンにおける「お困りごと」への対応策を明示し

、情報入手の困難さを解消する手法を組み込む必要があるとの指摘があった。

 

■旅行会社の参入ハードルを下げる設計

新規参入旅行会社にとって、ハードルが高いとユニバーサルツーリズムへの参加が進まないとの

指摘があり、目標までの段階を明示することが必要との指摘があった。

先進的な事例だけでなく、そこに至るプロセス（課題と課題解決策）を盛り込むことが必要との指

摘があった。

■法的義務とビジネス価値の明確化

障害者差別解消法に基づき必要な配慮を明確化し、旅行会社が安心して対応できる基準を設定

し、当該配慮の提供が旅行会社にとって価値あるビジネスとして位置づけ、持続可能な取組につな

げることが重要であるとの見解が示された。

■インクルーシブデザイン視点と情報保障

マニュアルの作成にあたっては、初期段階から障害者や関係者など、様々な立場の人々が共に考

え、課題を解決するアプローチであるインクルーシブデザインの視点を取り入れること、情報保障（

情報伝達の配慮）が重要であるとの見解が示された。

■旅行前のコミュニケーションの重要性

旅行前に参加者と事業者が情報共有を行い、「お困りごと」の把握やその対応にずれが生じない

ようモニターツアーで確認することが、マニュアル策定においても有効であるとの見解が示された。

③その他の主な発言要旨

 ■配慮の発信における留意点 ― 公平性と参加機会の重視

障害のある方への配慮が、一般の利用者には受けられない特別な対応と見られ、不公平感や

批判につながる場合があった。発信の際には「誰もが参加できる機会を提供する」という観点を

重視したい。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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■ユニバーサルツーリズムに関する認知不足の現状

バリアフリールームの有無やユニバーサルツーリズムの内容は、一般の方には十分に知られてい

ないのが現状であり、『ユニバーサルツーリズムとは何か』という基本的な認知すら広がっていない.

■市場の有望性

観光庁の令和5年３月「ユニバーサルツーリズムに関する調査業務報告書」によると、高齢者・障

害者とも約7割が自ら旅行を手配しており、旅行会社はあまり利用されていないのが現状であり、こ

のマーケットに目を向けるべきである。

■事前調査の着目点

「全体の約7割が「ユニバーサルツーリズム商品を現在は取り扱っていない」「その内、約8割が「

必要性は感じているが、課題があり未取組」との調査結果に注目したい。

■ユニバーサルツアー普及のためにはハード整備が重要

障害のある高校生の修学旅行では、オムツ交換に対応できる広さの多目的トイレやペースト食対

応の飲食施設がほとんどない。

リフト付きバスや福祉タクシーも不足している。宿泊施設のバリアフリー対応も限られ、水回り情

報も十分に公開されていない。

■旅行会社が「慣れる」ことが重要

旅行会社にユニバーサルツアーを普及させるためには「慣れること」が必要。人件費等で費用が一

般の旅行の約3倍となり、商品化の際に利用者の理解を得られるかも課題。そうした背景からも、ユ

ニバーサルツアーにチャレンジする旅行会社への国からの支援が有効。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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(4） - ２ 第２回検討会

１ 開催日時：2025年10月21日（火） 10:00～12:00

２ 開催場所：クラブツーリズム本社（及びオンライン）

３ 出席者(敬称略：順不同)

（委員）＊印はオンライン参加

久保田美穂子 亜細亜大学経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 准教授 (座長）

関裕之 一般社団法人 日本旅行業協会ユニバーサルツーリズム推進部 部会長

（株式会社JTB全社ユニバーサルツーリズム推進担当課長） 

長橋正巳 特別非営利活動法人 ユニバーサルツーリズム総合研究所 

    理事長・代表研究員

 橋口亜希子  発達障害を手がかりとしたUDコンサルタント

  株式会社Bridges to Inclusion 代表取締役

藤田然 富士見高原リゾート株式会社 八峯苑 営業課長

山崎まゆみ 温泉エッセイスト 跡見学園女子大学（観光温泉学温泉文化論）兼任講師

＊ 榎本博 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 副会長

（オブザーバー）

野浪健一 一般社団法人 日本旅行業協会 国内旅行推進部長

中山忍 一般社団法人 全国旅行業協会 経営調査部部長

（観光庁）

根来恭子 観光庁 参事官（旅行振興）

貴田晋 観光庁 参事官（旅行振興）付旅行業務適正化指導室長

（招請（発表）事業者）

＊ 高頭大志 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿ユニバーサルツー

リズムデスク 所長

栗原茂行 東京トラベルパートナーズ株式会社 代表取締役

坂元玲介 トラベルwithじぇぷと合同会社P-BEANS 代表社員

４ 議題

（１） 先進的な取り組み事例の発表とヒアリング

（２） 旅行が困難な方の需要の掘り起こしのための調査票及び第１回検討会の意見・対応の報告

(4） 検討会の議事概要

当日の様子

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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５ 議事趣旨

（１） 先進的な取り組み事例の発表とヒアリング

本検討会では、４つの事業者から先進的なユニバーサルツーリズムの取組事例について発表

が行われた。

発表後、委員との意見交換を通じて、ユニバーサルツーリズム推進に向けた課題と今後の方

向性について活発な議論が交わされた。

【先進的な取り組み事例の発表】

① 株式会社エイチ・アイ・エス（高頭氏）

障害者や高齢者を対象とした専門部署「ユニバーサルツーリズムデスク」を設置し、募集型企

画旅行のほか、個人旅行・オーダーメイド旅行の対応を行っていることが紹介された。

専門部署を設けることで情報の蓄積と共有を実現し、対応力の強化につながっていること、個

人旅行手配のみでは利益率が低いため、例えば聴覚障害者には手話通訳者が同行するなど、

サイズアップツアーとの両輪で収益バランスを保っていることの報告があった。

旅行会社としての重要な姿勢は、旅行者の不安を解消するための追加サービスには適切な対

価が必要であって、自社でコストを負担する必要はないということを認識することであり、顧客に

対して対応の可否や有償・無償の区分を明確にし、丁寧なヒアリングと説明を行ったうえで、顧

客自身に判断を委ねることが重要であるとの見解が示された。

また、これからユニバーサルツーリズムに取り組む旅行会社にとっては、募集型企画旅行は難

易度が高い一方で、オーダーメイド型の個人旅行であれば比較的容易に着手が可能との見解が

示された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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② 東京トラベルパートナーズ株式会社（栗原氏）

高齢者・障害者を対象にしたリアルツアーとオンラインツアーを両軸で展開していることが紹

介された。

リアルツアーは、福祉車両を購入し自社で保有することで、受注件数の増加に伴い稼働率が向

上し、収益性の確保につながっているとの報告があった。

オンラインツアーは、オンラインプラットフォームにて月に８本程度配信しているが、大阪・関西

万博期間は計70本程度配信を行い、介護施設や特別支援学校等を中心に累計約15万人に提

供したとの報告があった。

大阪・関西万博では約1,500名（同伴者を含む）に対して介助サポートを実施し、サービスの

希望価格に関するアンケート調査（回答数約400）を基に価格受容度分析（PSM分析）を行っ

た結果、介助サポート4時間の妥当価格は約3,000円との結果を得たが、ビジネスとして成立

する販売価格と参加者の希望価格との間に相当のギャップがあり、需要価格では事業として

行うには採算が難しいが、有償ボランティアの観光地やイベントでの活用は今回の万博の大き

な収穫であるとの見解が示された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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③ 合同会社P-BEANS（トラベルwithじぇぷと）（坂元氏）

医療・介護従事者が中心となり、旅行を一度きりではなく、継続的なリハビリと位置づける「

リハビリ×旅行」をテーマに旅行事業を展開していることが紹介された。

医療機関や介護施設と連携することで、医者や看護師が低価格または大学病院の研修の

一環として同行する旅行を提供することが可能となり、介護タクシー等での所謂マイクロツーリ

ズムをメインとして今年度は約200ツアー、延べ旅行者数2,000人を超える催行見込みであ

るとの報告があった。

ユニバーサルツーリズムは潜在的なニーズがあり、旅行会社単独で掘り起こすことは困難だ

が、医療介護従事者が背中を押すことで、ニーズの顕在化が可能との見解が示された。

また、「楽しさ」と「リスク管理」の両立がユニバーサルツーリズム旅行商品の造成において最

も難しい点であるが、下見を重ねる中で確認すべき安全ポイントが明確になり、コスト削減が

可能になったとの見解が示された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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④ 富士見高原リゾート株式会社（藤田氏）※宿泊事業者

創業時より「屋根のないホスピタル」をコンセプトに、ユニバーサルフィールド（バリアがある

ことの事前告知）の下、人の手とアイディアを持ち寄り、バリアを共に乗り越え、障害者や高齢

者、家族、他の利用者含め「誰でも」ではなく「誰とでも」楽しめる観光地域づくりを行っている

ことが紹介された。 

特別支援学校や医療的ケア児を含む重度障害児の受入にあたっては、様々な課題を解決

するため、学校や給食施設への事前ヒアリングを行い、食事提供や医療対応の工夫を積み重

ねたこと、また、地域の社会福祉協議会や民生委員と連携し、認知症やフレイル予防を目的と

した高齢者向けの体験プログラムを実施したことで、県内外客が増加したとの報告があった。

さらに、宿泊事業者として第三種旅行業者とともに旅行商品を造成し、山梨県内の特別支

援学校や福祉団体に営業を行っていることの報告があった。

こうした地方の宿泊事業者と旅行業者の連携やリフト付きバスを保有する事業者との協働

が、ユニバーサルツーリズム推進に寄与するとの見解が示された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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【委員と発表者の質疑応答】

■相談体制の整備とフォーマット統一の必要性

委員からは、「ユニバーサルツーリズム推進において最も重要なのは『困ったときに誰に相談

できるか』を明確にすることであり、相談窓口の明示化や一元化が参入促進の鍵になる」との見

解が示された。

これに対し、発表者からは、旅行会社が宿泊施設や航空会社、福祉団体、観光庁、旅行業協

会等とケースごとに連携している実情が紹介された。航空便手配の際に航空会社より求められ

る診断書については、航空会社ごとに異なる様式が旅行会社にとって大きな負担となっており、

政府が統一フォーマットを監修すれば大きな前進になるとの見解が示された一方で、当該診断

書に詳しい医療機関と連携することで、旅行会社の負担は無くなるとの見解も示された。

また、旅行業界・福祉団体・行政が協働して専門的な支援チームを設けることにより、中小事業

者でも相談しやすい体制の整備がユニバーサルツーリズム推進の基盤となるとの見解が示され

た。

■採算性と持続可能なビジネスモデルの構築

採算性については、介助人件費と利用者の価格受容度の間にギャップがあることが課題であ

り、ボランティアの仕組みを活用しつつも依存はしない、無償支援と有償支援の両立を図るビジ

ネスモデルの構築が必要との指摘があった。

■医療・福祉と観光の連携強化とインクルーシブデザインの導入

旅行会社が医療・福祉分野に不慣れである一方、福祉事業者が観光知識を欠く現状がボトル

ネックとなっているところ、計画段階から当事者と共に設計を行う「インクルーシブデザイン」の視

点を導入することが、より実効性のある取組につながるため、事業者目線で安心・安全を優先す

る従来の支援から、利用者本人の主体性を尊重する支援への転換が求められるとの見解が示さ

れた。

■実務に活かせるマニュアルづくりとエビデンスの蓄積

マニュアル作成にあたっては、専門的内容に偏ると旅行会社における活用が難しくなるため、

実務に即した事例や工夫を取り入れることが重要との見解が示された。

旅行を「リハビリの一環」として位置づける取組については、今後その効果を裏づけるエビデン

スの蓄積が課題であり、医療・介護分野との連携強化や、予防介護など公的支援制度との接点

も視野に入れるべきとの指摘があった。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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（２） 旅行が困難な方の需要の掘り起こしのための調査票及び第１回検討会の意見・対応の報告

■旅行が困難な方の需要の掘り起こしのための調査票についての報告

【事務局説明】

本調査は、ユニバーサルツーリズムの促進に向けて、今後の政策立案に資する基礎データを得

ることを目的として実施されるものであり、高齢者・障害者・子連れ家族など、旅行が困難とされ

る層の旅行ニーズや課題を把握するとともに、旅行会社・宿泊事業者側の収益性や取組状況、

旅行者のウェルビーイング向上との関連を明らかにする構成となっていることが報告された。

【調査票に関する主な意見】

委員からは、SNS等を活用した広報や参加促進の工夫、可能な限り当事者本人が自ら回答

できるような設計、設問の情報保障をするとともに当事者の調査回答数を増やすことによる調査

の精度向上を目指すこと、自由記述欄の設定や心身に不安のある高齢者の定義についての補

足説明が必要といった意見があった。

■第１回検討会の意見・対応についての報告

【事務局説明】

モニターツアーの設計においては、対象を「お困りごと」ベースで設定し、採算性や参入容易性を

踏まえた検証を行うことが報告された。

また、マニュアル骨子案では、ユニバーサルツーリズムの目的を明確化するとともに、段階的

に取組を進められる構成とし、インクルーシブデザインの視点や情報保障の工夫を反映する方向

で進めることが報告された。

【第１回検討会の意見・対応に関する主な意見】

マニュアル骨子案の表現に関し、冒頭では「障害の有無を問わず」と記載している一方で、末

尾では「障害者」に限定する表現となっている点を指摘し、「参加者」または「障害者や高齢者」と

いったより包括的な表現に修正すべきとの指摘があった。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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１ 開催日時：202６年２月４日（水） 10:00～12:00

２ 開催場所：クラブツーリズム本社（及びオンライン）

３ 出席者(敬称略：順不同)

（委員）＊印はオンライン参加

久保田美穂子 亜細亜大学経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 准教授 （座長）

小幡恭弘 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長

      関裕之          一般社団法人 日本旅行業協会ユニバーサルツーリズム推進部 部会長

        （株式会社JTB全社ユニバーサルツーリズム推進担当課長） 

長橋正巳           特別非営利活動法人 ユニバーサルツーリズム総合研究所 

       理事長・代表研究員

     橋口亜希子  発達障害を手がかりとしたUDコンサルタント

   株式会社Bridges to Inclusion 代表取締役

藤田然 富士見高原リゾート株式会社 八峯苑 営業課長

宮川和夫 旅のよろこび株式会社 代表取締役 宮川和夫

＊榎本博 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 副会長

＊岡本敏美 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 副会長

＊山崎まゆみ 温泉エッセイスト 跡見学園女子大学（観光温泉学温泉文化論）兼任講師

（オブザーバー）

野浪健一 一般社団法人 日本旅行業協会 国内旅行推進部長

中山忍 一般社団法人 全国旅行業協会 経営調査部部長

（観光庁）

根来恭子 観光庁 参事官（旅行振興）

貴田晋 観光庁 参事官（旅行振興）付旅行業務適正化指導室長

４ 議題

（１） 旅行が困難な方の需要の掘り起こしのための調査報告（速報版） 

（２） モニターツアー実施報告 

（３） ユニバーサルツーリズムの商品造成・販売マニュアルについて

(4） - 3 第３回検討会

(4） 検討会の議事概要

当日の様子

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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５ 議事趣旨

(１)旅行が困難な方の需要の掘り起こしのための調査報告（速報版）

事務局より資料を説明し、調査結果を報告。

(２)モニターツアー実施報告 

事務局より資料を説明し、調査結果を報告。

（３）ユニバーサルツーリズムの商品造成・販売マニュアルについて

■マニュアル全体の評価および利用方法について

委員からは、本マニュアルは細部まで丁寧に作りこまれており、初めてユニバーサルツーリズム

に取り組む旅行会社でもツアー造成のイメージが持ちやすいなど、高評価であった。

一方で、現在ユニバーサルツーリズムに取り組んでいない旅行会社の多くは、「中身が分からず

ハードルが高い」と感じているとの意見があり、マニュアルどのように説明し、どう入り口を作る

かが、今後の課題でもあり、すべてを完璧に整えてから始めるのではなく、できるところから取り

組むことを後押しすることが重要であるとの見解が示された。

また、本マニュアルはユニバーサルツーリズムを企画・取り扱える人材育成のテキストとしても

有効であると評価された。

■地域のバリアフリー旅行相談窓口の位置づけと活用の在り方について

地域のバリアフリー旅行相談窓口については、窓口ごとに対応可能な内容や得意分野が異な

るほか、旅行会社からの相談に十分対応できないケースもあるとの実態が指摘された。こうした

状況を踏まえ、旅行会社がどの窓口に、どのような相談ができるかを明確化する必要があるとの

見解が示された。

相談窓口をマニュアルに掲載するに当たっては、旅行会社からの問い合わせに対応可能であ

るかを事前に確認することが重要であるとの指摘があった。

また、相談機能を観光協会やDMO等の中に位置づけ、持続的な体制として整備する形が望まし

いとの見解も示された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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５ 議事趣旨

■標準化・分業化の考え方について

「標準化」（「お困りごと」への配慮を特別扱いではなく通常対応とする）と「分業化」（専門性が

必要な場合には、旅行会社が単独で抱え込むのではなく、地域の医療機関や福祉団体、地域バ

リアフリー旅行相談窓口と連携する）は、ユニバーサルツーリズムの実務において重要な考え方

であるとの見解が示された。

あわせて、「標準化」の考えはマニュアル冒頭部分で強調することが有効であるとの指摘があっ

た。

■旅行会社の「必須」と「＋α」の考え方について

旅行会社が対応すべき「必須」の事項については、募集型企画旅行と受注型企画旅行では対

応できる範囲が異なることを前提に整理すべきとの見解が示された。

観光ルートや施設の段差寸法等を詳細に表示することを「必須」の事項とするのは現実的ではな

く、高いハードルを設定すべきではないとの指摘があった。

また、「＋α」の事項については「できれば対応する」という印象にならないよう、意味を明確化す

べきとの指摘があった。

車いすの貸し出し等の支援オプションについては、追加料金を設定する場合も含め、標準装備

であると一律に線引きすべきではなく、ケースバイケースで検討されるものとして整理すべきとの

見解が示された。

■合理的配慮の位置づけと実務への落とし込みについて

合理的配慮については、旅行業界として最低限示すべき考え方として整理してきたものであり

、「努力義務」や「参考」といった曖昧な表現は削除すべきという指摘があった。

実務において個別の判断が必要となることは前提としつつも、合理的配慮の考え方自体はマ

ニュアル上で明確に示す必要があるとの認識が共有された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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５ 議事趣旨

■情報保障の理解促進について

情報保障については、障害者差別解消法における事前的改善措置の一つとして、情報アクセ

シビリティの確保・向上が求められているとの説明があった。

その上で、情報処理の困難、情報取得の困難がある方への対応について、情報保障の考え方を

マニュアル内で丁寧に説明することが重要であるとの指摘があった。

マニュアルでは情報保障についての説明が後方にあるため、読み手に正しく伝わるよう、定義

を前方のページに配置すべきであり、単なる情報提供との違いを明確に整理すべきとの指摘が

あった。

■募集型企画旅行における「お困りごと」の把握について

募集型企画旅行においては、申込時に障害の有無等を旅行者から申告してもらうこととしてい

るため、「＋α」の対応ではなく「必須」として位置づけるべきとの指摘があった。

旅行会社は、受入れの可否を判断するのではなく、どのようにすれば旅行を実現できるかを基

軸に考えることが重要であるとの見解が示された。

■障害の社会モデルについて

合理的配慮とは、「障害の社会モデル」に基づくものであり、障害の原因は個人ではなく社会側

のバリアにあるという視点を、マニュアル冒頭に反映すべきとの指摘があった。

■その他

「お困りごと」への対応に伴う追加コストにより旅行代金が高額になる課題や、旅行介助人材の

質と数の不足などの実態に対して、人材育成やコスト構造の改善のため、国の制度的支援が必

要であるとの見解が示された。

ユニバーサルツーリズムの実践においては、表面的な課題だけでなく、社会的課題や本質的な

問題が浮き彫りになることが多く、旅行会社と当事者だけの問題として捉えるのではなく、社会

全体で理解を深めながら取組を継続していく必要性が示された

インクルーシブとインテグレーション（少数者を多数派の基準に統合する考え方）を区別して捉

える必要があり、全員を同じように扱うのではなく、マイノリティがマジョリティに従うのでもない、

一人ひとりが必要とする支援を公平に提供できる環境の整備が重要との見解が示された。

２ 業務内容

４ 有識者・業界関係者による検討会の実施
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５ モニターツアーの実施

(１)モニターツアーの目的

年齢や障害等の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行（ユニバーサルツ

ーリズム）の推進を図るため、高齢者や障害者等のモニターツアーを実施し、商品造成プロ

セスや旅行におけるシーンごとに工夫や留意すべき事項を検証・整理を行うことで、これか

らユニバーサルツーリズムに取り組もうとしている、または取り組み初期段階の旅行会社が

ユニバーサルツーリズム商品の取り扱いができるよう、ノウハウを含むマニュアルを作成す

る。

ツアー種別 参加者対象目安 症状・状況

長距離歩行が困難な方

向けモニターツアー
高齢者など

自立した生活ができるが、旅行参加において
体力が不安な方

車いすなど移動補助具利用の方
向けモニターツアー

車いす利用者など
介助者や補助器具があれは旅行に出かけられ
る方

公共交通機関以外の移動で
ゆったり行程を希望される方向

けモニターツアー

知的障害などと診断
されている方

ひとりでは難しいが、介助者がいれば旅行に出
かけられる方

好きを探求する事、ゆったりと趣
味に没頭したい方向けモニター

ツアー

精神障害・発達障害
などと診断されている
方

ひとりで出かけられる方、またはひとりでは難
しいが、介助者がいれは旅行に出かけられる
方

２ 業務内容

■モニターツアーと対象者
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５ モニターツアーの実施

(２)モニターツアーの検証内容

■モニターツアーにおける検証内容

検討会において示されたご指摘の視点を踏まえ、以下の項目について検証を実施した。

①参加者のニーズと「お困りごと」の把握 
 旅行前の事前ヒアリングにより「やりたいこと」「お困りごと」を把握するためのヒア

   リング手法の検証

②旅行手配における課題 
情報収集から特別な配慮の手配の過程における課題と解決策の検証

③情報の伝え方 
参加者（障害者）への伝え方、施設への伝え方の検証（施設・交通事業者・ガイド間の連
携体制や情報共有のあり方）

④地域のサポート組織との連携
地域のバリアフリー相談窓口との連携を検証

⑤費用面・負担軽減策
採算性や料金設定と旅行会社・施設側の負担軽減策の可能性を探る

⑥参加者の負担減や利便性
「お困りごと」の解消や、集合場所の配慮などストレス軽減の検証

⑦旅行の販売形態との適合性
募集型企画旅行（一般ツアー参入型）、受注型企画旅行（オーダーメード個人旅行、施設
主催グループ）との適合性を検証

２ 業務内容
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(３)モニターツアー企画段階における課題と対応の工夫

本調査事業では、特性の異なる４種類のモニターツアーを実施した。いずれもユニバーサ

ルツーリズムの視点を踏まえ、安全性の確保と旅行としての魅力の両立を目指して企画した

ものである。本項では、企画段階において直面した課題と、それに対して講じた工夫につい

て整理する。

１）企画初期段階における課題

モニターツアーの検証結果をもとに作成するユニバーサルツーリズムの商品造成・販売マ

ニュアルは、これからユニバーサルツーリズムに取り組もうとする、または取組初期段階に

ある旅行会社を主な対象としている。

そのため、本事業におけるモニターツアーの企画・実施にあたっては、ユニバーサルツー

リズムの実務経験が十分ではない企画担当者が中心となり、企画立案から手配、実施までを

検証した。

その結果、実務の各工程において生じる具体的な課題や留意点を把握することができ、企

画から実施までの一連のプロセスにおける実践的な知見を得ることができた。

① 初心者が直面する困難

ユニバーサルツーリズムの実務経験が十分ではない企画担当者が旅行企画を行うにあたり

、検討の初期段階から多くの戸惑いが生じた。こうした戸惑いを解消していく過程は、マニ

ュアル作成において極めて有益な示唆を与えるものとなった。

・何から検討を始めるべきか

・どの程度の配慮が必要なのか

・一般ツアーとの設計との違いは何か

通常の旅行商品であれば、価格・立地・観光資源の魅力といった観点が中心となるが、ユ

ニバーサルツーリズムではそれに加えて「安心して参加できる環境づくり」が不可欠である

。しかし、その具体像が明確でなかったことが、企画初期の大きな課題であった。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

40



② 施設選定における確認事項の不明確さ

宿泊施設や観光地、飲食施設を検討する際、どの設備項目を確認すべきか、またどのよう

な受入体制や配慮事項といったソフト面を把握すべきかが明確ではなかった。

例えば、

・段差や手すり、トイレ形状、浴室設備などのハード面

・食事形態（きざみ食、ペースト食、アレルギー対応等）

・スタッフの理解度や対応経験といったソフト面

など、確認すべき事項は多岐にわたるが、当初はその優先順位や確認方法が整理できていな

かった。また、施設ホームページ上の情報は必ずしも十分ではなく、実際の受入可否や対応

内容が把握しづらいケースもあった。

③ 「お困りごと」の把握不足による不安

障害のある方や配慮を要する方の「お困りごと」は多様であり、その内容や程度には大き

な個人差がある。しかしながら、ユニバーサルツーリズムに関する知識や経験が十分でない

段階では、どの範囲まで配慮や手配を検討すべきかの判断が難しく、対応の具体像を描くこ

とが難しかった。

例えば

・どの場面で負担が生じやすいのか

・どのような環境要因がリスクとなり得るのか

・どこまで事前に想定しておくべきか

といった点について、具体的な判断基準を持つことができていなかった。そのため、「何に

注意すべきか」「どの部分に重点的に配慮すべきか」を十分に整理できないまま企画を進め

ることへの不安があった。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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２）課題に対する具体的な工夫

企画初期段階における課題①～③の課題を踏まえ、以下のような工夫を行った。

① 心のバリアフリー認定制度を活用した宿泊施設の選定

宿泊施設については、観光庁が推進する「心のバリアフリー認定制度」を取得している施

設を優先的に選定した。認定施設は、高齢者や障害のある方への理解促進や、受入体制の整

備に取り組んでいることが確認されているため、企画段階における安心材料となった。

②ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例集のチェック項目の活用

宿泊施設や食事場所の検討にあたっては、観光庁が公表している「ユニバーサルツーリズ

ムの普及・促進に関する事例集」のチェック項目を参考にした。

具体的には、

・施設の物理的環境情報

・提供の方法

・食事対応の可否

など、チェックリストを参考に確認をおこなった。

これにより、「何を確認すべきか」が明確になり、属人的な判断ではなく、一定の評価軸に

基づく検討が可能となった。

参照：観光庁HP

＞ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する事例集（PDF）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001767857.pdf

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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③ 関係団体および地域関係機関からの助言

 企画内容の妥当性を高めるため、関係団体の検討会委員から具体的な助言を受けた。さら

に、地域で先進的にバリアフリーに取り組んでいる関係機関に相談し、周辺地域で受入実績

のある食事施設や観光施設を紹介していただいた。これにより、

・想定外のリスクへの気づき

・配慮事項の優先順位の整理

・実績のある施設との連携

が可能となり、企画の精度が向上した。

外部の専門的知見を積極的に活用することが、初心者としての不安を補完する重要な手段

となった。

④ 事前説明資料の作成と情報提供の充実

有識者からの助言を踏まえ、参加者向けにわかりやすい事前説明資料を作成した。

・行程の流れ、旅行のポイント

・徒歩距離や移動時間

・トイレや宿泊施設や食事内容の情報

・写真や図、動画を活用した視覚的説明

などを盛り込み、参加者が旅行全体を見通せる構成とした。

さらに、資料配布のみならず、オンラインや対面にて事前説明の機会を設け、参加者からの

質問や不安を確認した。

その結果、参加者の「お困りごと」「楽しみにしている事」などが把握でき、旅行会社側

も個別配慮事項を把握したうえで準備を進めることができた。

３）企画段階から得られた示唆

ユニバーサルツーリズムの企画には、何を確認すべきかを整理した項目と、一定の基準に

基づく判断が重要であった。また、当事者および地域関係機関の知見を取り入れることが、

企画の質を大きく向上させた。安全性の確保と魅力向上は対立するものではなく、適切な情

報整理と事前説明により両立可能であった。初心者としての戸惑いから始まった企画であっ

たが、認定制度の活用、公的事例集の参照、当事者の助言、地域ネットワークの活用といっ

た複数の工夫を重ねることで、実効性のあるツアー設計ができた。

これらのプロセスを標準化し、他の旅行事業者にとっても再現可能な企画手法として整理

し、マニュアルを作成した。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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(４)下見の実施

検討会にて了承を得たモニターツアー内容について、参加者の安全性やバリアフリー対応

状況を事前に確認するため、４種のモニターツアーすべてにおいて下見を実施した。下見で

は、実際 の移動動線や施設利用を想定し、参加者の立場に立った確認を行った。

また、すべてのモニターツアーの現地下見においては、ユニバーサルツーリズムアドバイ

ザーの渕山知弘氏に同行いただき、下見における確認すべきポイントなどアドバイスを得な

がら実施した。

①実施日

令和7年9月16日(火)…河口湖・石和温泉

令和7年9月26日(金)…富士見高原

令和7年10月1日(水)…三島

令和7年10月16日(木)…伊香保温泉

②下見のポイント

✓移動経路における段差や傾斜、距離、所要時間の確認

✓鉄道・バス・タクシー等の乗降時の安全性、介助の必要性の確認

✓宿泊施設・観光施設・飲食施設におけるバリアフリー対応状況（トイレ、客室、動線等）

の確認・車いす利用者や高齢者等を想定した導線の実地確認

✓急な体調不良などを想定し、途中で休憩が可能な場所や待機スペースの有無・位置の確認

✓事前説明時に提供すべき情報（写真・数値・注意点）の整理

✓参加者への事前説明資料として活用するため、移動や施設利用の様子を中心に、動画を撮

影

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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③下見の効果

・実施前にリスクや課題を把握し、行程や手配内容の再調整（車いすけん引装置や介助サポ

ート人材の手配など）することで、参加者の安全性および安心感の向上につながった。

・「お困りごと」があっても参加者が体験を制限されることなく楽しめる環境かどうかを重

視して確認した。座ったままの果物狩りや安心して行えるエサやり体験の動線などを事前

に検証することで、参加者の可能性を広げる企画設計を考慮した。

・バリアフリー対応の可否を具体的に確認することで、参加者一人ひとりの「お困りごと」

に即した対応策を事前に準備することが可能となった。

・下見内容を踏まえた事前説明資料にて参加者に説明を行うことで、参加者自身も旅行中の

状況を具体的にイメージしやすくなり、潜在的なお困りごとや不安を引き出すことができ

た。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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■下見の様子（河口湖・石和温泉）

座ったまま体験可能か確認

車いすを用いて段差や動線などの確認

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

動線に段差がないか確認

心のバリアフリー認定制度の宿泊施設

観光地の舗装状況・道幅・傾斜を確認
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車いすの手すりが収まる
テーブルの高さ確認



■下見の様子（富士見高原）

柵越しで触れ合えるか確認

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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入り口から園内の様子を
動画で撮影（事前説明用）

施設ごとにトイレを確認 施設の備品を確認

段差の有無を確認 客室を動画で撮影



■下見の様子（三島）

駅出口からホテルまでの
動線を動画で撮影

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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見学場所の様子を確認

アメニティーやパジャマの
有無を確認

客室の様子、景観を確認
（客室は一例）

自由昼食の候補店を確認見学場所の様子を確認



■下見の様子（伊香保温泉）

乗車する乗り物の
段差・手すりを確認

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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ベッドや椅子テーブル席を確認

段差がある際の
対応状況を確認

動線の段差を確認

モビリティー利用の移動、
徒歩を確認

乗り物の段差を確認



(５)事前説明・ヒアリング

①事前説明・ヒアリングの目的

事前説明・ヒアリングの目的は、旅行者一人ひとりが安心して参加できる環境を整えると

ともに、旅行への期待感を高めることである。そのために、旅行行程や体験内容を具体的に

共有し、見通しを持ってもらうこと、旅行者の「やりたいこと」や「不安に思うこと」を自

然な対話の中で把握すること、必要な配慮事項を事前に整理し当日の円滑な運営につなげる

ことを目的とし実施した。

事前説明・ヒアリングは、単なる情報収集ではなく、旅行者との信頼関係を築き、「安心

」と「楽しみ」を両立させるための重要なプロセスである。

②考え方の基本：障害ではなく“人”をみる

ユニバーサルツーリズムにおいて、旅行者一人ひとりの「やりたいこと」と「お困りごと

」を正しく理解することは、安心して楽しめる旅行を実現するための第一歩である。

ただし、これらを把握する際に注意すべき点は、“障害の種類”から先入観を持たないこ

とが重要である。各障害には、一定の傾向や特徴があるが、実際の旅行における困りごとは

、個々の性格・経験・当日の体調などによって大きく異なる。「障害名」から想定して対応

を決めつけることは、本人の個性や主体性を狭めてしまうおそれがある。

そのため、旅行会社の対応においては、

障害の種別ではなく、その人がどのように安心して旅行を楽しめるかに焦点をあてること

本人の理解度や状況に応じて、同伴者や支援者への質問・確認に切り替えること

など、柔軟に対応した。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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③事前説明をする際の心構え

事前の「ヒアリング」ではなく、「説明」と「対話」を通じて、自然な形で“やりたいこ

と”と“お困りごと”を把握した。

旅行中の各シーンを具体的に想定しながら、会話の進め方や言葉の選び方、相手の反応か

ら配慮点を読み取るポイントを整理。また、一問一答形式の機械的な聞き取りは、「尋問」

のように受け止められる場合があるため、「事前説明＋対話」で相手を理解するよう心掛け

た。

旅行者の「やりたいこと」「不安に思うこと」を、自然な会話の中で把握する。

一問一答ではなく、旅のしおりや行程表をもとに説明しながら対話を行う。

「あなたを安心して楽しませたい」というスタンスで、旅行前の安心感と信頼をつくる。

④事前説明の流れ

事前説明は、「聞き取り」ではなく「旅のイメージを共有する」ことから始め、旅行者に

とって“尋問”にならないよう、説明の中に自然に対話を織り込む。

ステップ 内容 対話の目的

① 旅行の全体像を

伝える

行程表・写真・動画などを使い、1日の

流れを説明

全体をイメージしてもらい、安心感を与え

る

② シーンごとに説明
集合～移動～観光～食事～宿泊の流

れを丁寧に説明
説明の中で反応から配慮点を見つける

③ 対話を通して把握
旅行者の表情・言葉・質問から「やりた

いこと」「不安なこと」を自然に抽出
必要に応じて同行者にも確認

④ 記録と共有 気づいた点を簡単にメモ

当日対応や受け入れ先への連携に活用

（情報共有にあたっては、本人・家族の同

意を得たうえで、必要最小限の範囲で共

有）

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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【事前説明・ヒアリング資料】

〇資料作成の工夫

・分かち書き、漢字にルビ、よみがなをふる。

・旅行行程や旅のポイントについては、項目ごとに①などの番号を付すことで内容を整

理し、参加者が見通しを持って理解できるよう工夫を行った。

〇資料作成の工夫

・実際の地図上に路線や訪問エリアを明示し、赤丸や矢印でポイントを強調することで、

移動範囲や位置関係を直感的に理解できるよう構成した。

・工場見学、ホテルの客室例、乗車予定車両などの写真を掲載することで、「どのような

体験ができるのか」を具体的に想像しやすいよう工夫した。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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【事前説明・ヒアリング資料】

今回は、下見時に客室や館内動線などの動画を多く撮影し、事前説明資料として活用した

。動画を活用する目的は、写真や文章だけでは伝わりにくい「空間の広さ」「動線」「段差

の有無」「雰囲気」などを具体的に共有し、参加者が事前に現地の様子をイメージできるよ

うにすることである。

動画は単なる補足資料ではなく、安心感の醸成できる有効な情報提供手段であった。

入口から食事場所までの経路を映像で示すことで、動線が可視化でき、段差や通路幅、

混雑状況などを事前に確認し、不安の軽減につなげる。写真では分かりにくい空間の広さ

、雰囲気、距離感や照明、音環境などを把握でき、安心感を高めることができる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

入り口から着席、トイレ
までの動線など、場所の

動線になぞらい説明
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宿泊は日常とは異なる環境であるため、事前に動画で客室や館内の様子を共有することで

、参加者が当日の状況を具体的にイメージでき、心の準備につながる。客室については、畳

に布団で就寝する形式かベッドかをあらかじめ説明するとともに、ベッドの場合には手すり

の有無などについて実際の写真を提示し、宿泊環境を事前に伝えた。また、トイレについて

は特に不安を抱く参加者が多いことを踏まえ、各観光施設のトイレの状況を写真や動画で共

有するなど、具体的な情報提供を行った。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

部屋の入口からトイレ、洗面所、寝室と撮影。
部屋の中の備品（姿鏡・ポットなど）を説明。
苦手なものがある場合、宿泊施設に可能な範囲

で取り除けるか相談。
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■旅行先：群馬県 伊香保温泉
■出発日：令和７年１１月１１日（火）～１２日（水）
■日数：１泊２日
■移動手段：トイレ付きバス
■参加者数：４名

■１日目：
10:00発     小川駅
11:13 高坂SA（トイレ休憩10分）
12:25 うどん茶屋水沢万葉亭(昼食65分)
14:35  八ッ場ダム・水陸両用バス(75分)
16:55着 伊香保温泉・ホテル天坊(宿泊)

トイレ付きバスでいく、乗り物利用で歩かず観光を満喫
榛名山ロープウェイと水陸両用バスでダム湖を遊覧 伊香保温泉ゆったり２日間

■工夫のポイント
・トイレ付きバスで運行することで、トイレが近い方や移動に不安のある方でも安心して参
加できるようにする。
・出発はゆっくり、帰着は早めとすることで、混雑を回避する行程とする。
・食事は足腰への負担を軽減するため、椅子・テーブル席を基本とする。
・歩行距離を最小限に抑え、ロープウェイや水陸両用バスなどの乗り物を活用した観光とす
る。
・宿泊先は「心のバリアフリー」認定施設を利用することとする。
・地域バリアフリー旅行相談窓口「ユニバーサルツーリズムぐんま」と連携し、必要に応じ
て観光中のサポートを行える体制とする。

事前調査で示された
主な課題

✓ 宿泊・観光の手配の難しさ
✓ 移動時の安全性への不安

事前調査で示された
主な工夫

✓ ゆとりのある行程設計
✓ 外部福祉事業者（バリアフリー旅行相談窓口など）との連携

モニターツアーにおける
検証概要

✓ 体力に不安のある方（高齢者）でも安心して参加できるよう、高齢者が
無理なく安心して旅行を楽しめる工夫を検証

✓ 外部専門家（介護・福祉分野など）との連携の検証

(６)ー１ 長距離歩行が困難な方向けモニターツアー

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

■２日目：
9:30発  伊香保温泉
9:40  伊香保温泉河鹿橋～石段

（散策40分）
11:00  榛名山ロープウェイ(55分)
13:00  欧州料理ヴォレ・シーニュ(昼食85
分)
14:50  道の駅 まえばし赤城 (買物30分)
16:30  三芳PA（トイレ休憩10分）
17:50着     小川駅
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１）検証内容

①参加者のニーズと「お困りごと」の把握 

旅行前に、参加者に対して長時間歩行が困難や階段昇降が困難といった「お困りごと」に

ついて事前ヒアリングを行い、それぞれの身体状況に応じて、車いす・杖等の個別支援用具

を準備した。

実際には当該用具の使用には至らなかったが、参加者が想定していた以上に体力を要する

場面や、急な体調不良に備えた対応策が用意されていたことが、参加者および旅行会社双方

にとって安心感につながったと考えられる。

②旅行手配における課題 

高齢者に見られる下肢筋力やバランス能力の低下などの身体的負担に伴う「お困りごと」

に配慮した手配については、ツアー企画段階において、事前確認を行うことが必須であり、

食事会場における椅子・テーブル席の確保、寝具のベッド利用、階段や段差への配慮につい

て企画内容に反映し、実施した。

その結果、ターゲットとなる参加者が抱えると想定される身体的な不安や不便に対し、企

画段階での配慮を事前に明確に示すことで、参加者の出発前の不安軽減につながった。

③情報の伝え方 

参加者への情報提供においては、募集媒体に「お困りごと」に対する配慮内容や手配内容

を具体的に記載することで、参加者自身が参加可否を判断しやすくなることが示唆された。

また、事前にバス会社へ歩行距離を最小限に抑えるという企画意図を共有したことにより

、サービスエリアでの休憩時にトイレに近い場所へ駐車するなどの配慮が行われた。このこ

とから、各種手配先に対してターゲット層や旅行企画の意図を正確に伝えることが、当日の

配慮やサービス品質に影響することが検証された。

これらのことから、ユニバーサルツーリズムにおいては、事前の情報提供と関係事業者と

の十分な情報共有が、参加者の安心感の向上と、旅行全体の満足度向上につながる手段であ

ると示唆された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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④地域のサポート組織との連携

地域バリアフリー旅行相談窓口であるユニバーサルツーリズムぐんまと連携し、福祉用具

レンタルおよび観光介助サポートについて検証を行った。地域バリアフリー相談窓口と連携

することで、有資格者による観光サポートや、車いす・杖等の福祉用具レンタルなど、旅行

会社単独では不足しがちなリソースを現地で補完できることが示唆された。

また、今回は、地域事情に精通した知見を活かした観光案内も行っていただき、旅行全体

の付加価値向上につながった。

ただし、すべての地域で同様の連携体制や支援サービスが提供されているとは限らず、地

域ごとに対応状況に差がある点には留意が必要である。

そのため、旅行会社としては、事前に当該地域の連携可能な機関や提供可能なリソースを

把握し、サービス内容について関係機関と十分な擦り合わせを行うことが重要であると考え

られる。

⑤費用面・負担軽減策

長距離歩行が困難、移動中のトイレが心配といった「お困りごと」に配慮した企画内容や

手配内容を募集媒体に「長い距離は歩きません」「トイレ付バス利用」「椅子・テーブル席

、ベッド利用」と詳細に記載した。高齢者や身体機能に不安のある参加者を想定した旅行商

品の企画・募集においては、配慮事項を事前に明示することで、参加者自身が参加可否の判

断ができ、円滑な募集運営において有効であると考えられる。

⑥参加者の負担軽減や利便性 

長距離歩行が困難といった体力面に不安があるなどの「お困りごと」に対し、歩行を最小

限に抑え、乗り物を活用するという企画内容であったことから、参加者は大きな不安を感じ

ることなく参加することができた。

一方で、参加者が最も懸念していたのは集合場所および解散場所であり、身体的負担のあ

る状態で自宅から遠い場所が指定される場合、旅行参加自体が敬遠される傾向があり、自宅

から近い配車場所を設定する、または難しい場合には集合・解散場所までの二次交通をオプ

ションサービスとして手配するなど、参加者の不安を軽減する対応を行うことで、旅行参加

を促進できることが示唆された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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⑦旅行の販売形態との適合性

募集型企画旅行としては、「お困りごと」に配慮した企画内容や手配内容を募集媒体に具

体的に記載することで、参加者が募集型企画旅行（一般ツアー参加型）への参加可否を判断

できることが示唆された。

受注型企画旅行としては、参加者の自宅から近い場所を集合・解散場所とする、柔軟な対

応を行うことが、参加者のニーズに即した有効な手法であることが示唆された。そのことか

ら、ユニバーサルツーリズムの推進においては、旅行形態の特性を活かしながら、「お困り

ごと」への配慮を具体的かつ可視化すること、そして参加者の多様な状況に応じた柔軟な対

応を取り入れることが重要であると考えられる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

■当日の様子

水陸両用バスでなるべく歩かず観光
バリアフリー旅行相談窓口

「ユニバーサルツーリズムぐんま」と
観光サポートにて連携

椅子テーブル席、客室はベット利用歩かず観光できるよう観光地近場まで
モビリティーを活用
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■旅行先：山梨県 石和温泉
■出発日：令和７年１１月１７日（月）～１８日（火）
■日数：１泊２日
■移動手段：ＪＲ特急列車、リフト付きバス
■参加者数：４名

■１日目
10:30発  新宿駅
11:02  八王子駅（途中乗車）
12:23  河口湖駅
13:20  河口湖・FUJIYAMA TERRACE

  (ランチバイキング70分） 
15:00  河口湖富士紅葉まつり（70分）
17:00着     石和温泉 石和名湯館 糸柳

（宿泊）

錦秋の紅葉・富士河口湖紅葉まつり
季節のぶどう食べ放題とワイナリー地下セラー見学 石和温泉 ２日間

■工夫のポイント
・車いすのまま乗降が可能なリフト付きバスで運行する。
・簡易福祉用具を活用し、通常の客室に宿泊する。
・地域の医療機関である「甲州リハビリテーション病院」と連携し、入浴介助などのサポー
トを提供できる体制とする。
・車いすのまま体験できる観光（紅葉見学やワイナリー見学、フルーツ狩り）をメインとし
た行程とする。

事前調査で示された
主な課題

✓ 宿泊・観光のバリアフリー手配の困難さ
✓ 旅行中の安全性への不安

事前調査で示された
主な工夫

✓ 行程に余裕を持たせる配慮
✓ 外部専門家（医療機関やバリアフリー旅行相談窓口）との連携

モニターツアーにおける
検証概要

✓ 車いすでの見学や体験を快適に実施するための留意点や工夫点の検
証

✓ 通常客室を使用し、簡易福祉用具の活用や工夫を取り入れることで、バ
リアフリールーム以外での受入れ対応の方法について検証

✓ 地域の医療機関との連携による、入浴介助サービス提供等の実証

(６)ー２ 車いすなど移動補助具利用の方向けモニターツアー

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

■２日目
9:00発 石和温泉 石和名湯館 糸柳
9:40 マンズワイン勝沼ワイナリー

（80分）
11:30 フルーツパーク富士屋ホテル

  （ほうとうの昼食80分）
13:20 バリアフリー農園 浅間園

（60分）
15:37         山梨市駅
16:59着    新宿駅 
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１）検証内容

①参加者のニーズと「お困りごと」の把握 

下見にて確認した客室、浴場の設備や、観光地の動線の様子などの現地情報を、事前に参

加者へ情報を送付し、電話連絡によるヒアリングを実施した結果、客室のベッド、浴室利用

の際の「お困りごと」が把握できた。

入浴介助サービスを実施するため、参加者のお身体の状態について事前にヒアリングし、

介助サービス提供者へ共有を行ったが、介護に関する専門知識が十分ではない旅行会社担当

者の場合、介助に必要な情報の適切なヒアリングが困難であったため、参加者本人と介助サ

ービス提供者が事前に直接打ち合わせを行うことで、双方が安心してサービスを実施できる

ことが示唆された。

このことから、ユニバーサルツーリズムの実践においては、旅行会社が全ての配慮や支援

を一手に担うのではなく、関係機関や専門職と連携した「支援の分担と連携体制の構築」が

重要な視点となると考えられる。

②旅行手配における課題 

リフト付きバスの手配では、初回乗車時に参加者の車いすのサイズに応じた車内のセッテ

ィングが必要となるため、乗車完了までに一定の時間を要する。そのため、出発までに十分

な余裕を持った行程の検討が不可欠であり、スムーズな運行を実現する上での重要な配慮事

項であると検証された。

特急「あずさ」および「富士回遊」では、車いすのまま乗車可能な座席が各列車１編成に

つき２席のみであるため座席確保に苦慮した。車いすから座席へ移乗後の車いす置き場の確

保も困難であることから、車いす利用者を含む団体旅行の手配の場合は早期に手配を行う必

要性が示された。

また、団体乗車券の場合は、旅行会社が鉄道事業者へ乗降時のスロープ手配を依頼できる

一方、個札手配の場合は、参加者が自身でスロープの手配を行う必要がある。そのため、事

前に参加者へ十分な説明を行う必要があることが示唆された。

これらのことから、ユニバーサルツーリズムにおける交通手配では、設備や制度上の制限

を正確に把握したうえで、実行可能な選択肢を確保し、参加者に対して十分な情報提供とフ

ォローアップを行うことが、安全・安心な旅行運営に直結する重要な取り組みであると考え

られる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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③情報の伝え方 

現地下見時に記録した写真を用いた説明資料を事前に参加者に送付し、電話やメール等を

通じて情報提供を行った。しかし、写真による情報提供は部分的になりやすく、現地全体の

状況を把握することが難しいため、参加者にとって必要な事前情報が十分に伝わらないとい

う課題が明らかになった。

そのため、360度カメラや動画等を活用し、空間全体や動線を把握しやすい情報提供を行う

ことで、不安の解消につながることが示唆された。

そのことから、事前情報提供では、参加者が実際の現地環境を具体的にイメージできるよう

、視覚的にわかりやすい伝達手段を用いることが重要であると考えられる。

④地域のサポート組織との連携

地域のバリアフリー旅行相談窓口・医療機関である「甲州リハビリテーション病院」と連

携し、以下の４点について検証を行った。

■下見

事前に共有した参加者の身体状況等の情報を踏まえ、福祉の専門的な視点から、客室や浴

室等について下見を依頼した。旅行会社による下見と比較して、より専門性の高い観点で安

全性や利用可否を確認でき、連携の在り方として非常に有用であることが検証された。

■簡易福祉用具レンタル

甲州リハビリテーション病院による下見の際に、客室設備も併せて確認し、その結果を踏

まえて必要な簡易福祉用具の提案を受け、レンタル手配を行った。

■観光サポート

下見の際、一部悪路があったことから、ツアー企画段階で、甲州リハビリテーション病院

に観光サポートおよび車いすけん引装置「JINRIKI」のレンタルを依頼した。悪路での散策時

には、車いすにJINRIKIを装着して観光サポートを実施したほか、飛び石や段差のある土産店

への入店時には、複数名で車いすを持ち上げて案内を行った。これらの観光サポートにより

、観光時の安全性・利便性が向上することが検証された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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■入浴介助サービス

地域の福祉事業者等と連携することで、旅行先での「お困りごと」である入浴のハードル

が下がることにより、宿泊客の滞在付加価値が向上することが検証された。

また、事前の情報提供および打ち合わせにおいて、サービス提供者と利用者本人が直接事

前打ち合わせすることで、双方が安心して入浴介助サービスを実施できることが示唆された

。

このことから、地域の医療機関や福祉事業者との連携が、安全性・利便性・満足度の向上

に大きく寄与することが確認された。特に、福祉の専門職による下見の実施や、簡易福祉用

具のレンタル協力、入浴介助サービスの提供といった支援は、旅行会社だけでは対応が難し

い専門的な視点や技術を補完するものであり、参加者の身体状況に即した実践的な支援が可

能となる。

また、ツアー企画段階から地域の専門機関と連携を図ることで、参加者の「お困りごと」

に対する対応力が高まり、旅行自体の満足度や安心感を向上させることができると考えられ

る。

⑤費用面・負担軽減策

地域バリアフリー旅行相談窓口や福祉事業者との連携により、現地下見を依頼した。福祉

の専門職によるプロの視点で設備を確認してもらうことで、安全性と安心感の向上につなが

った。また、旅行会社にとっては、現地への下見出張の負担を軽減できる点でも有効であり

、地域の専門機関との連携について、その意義が改めて示唆された。

また、通常客室に存在するバリアに対して、簡易福祉用具のレンタルを活用することで、

必ずしもバリアフリールームの確保にこだわる必要がなく、宿泊手配にかかる負担の軽減に

つながることが検証された。

通常客室を活用することで、宿泊施設やプランによっては宿泊費用の抑制につながり、費

用面での負担軽減に寄与する可能性があると考えられる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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⑥参加者の負担軽減や利便性

事前の情報提供やヒアリングを丁寧に行うことで、旅行当日の不安や精神的負担を軽減で

きることが示唆された。特に、移動距離、段差の有無、トイレや入浴環境など、参加者が事

前に具体的な状況を把握できる情報提供が、安心感の向上に大きく寄与することが検証され

た。

また、観光地での車いすけん引装置の活用や、複数名によるサポート体制の確保により、

参加者本人だけでなく同行者の身体的・心理的負担も軽減されることが示唆された。

そのことから、旅行当日の不安や負担を軽減するための「事前対応」と「現地での支援体

制」の双方が重要であると考えられる。

一方で、入浴介助サービスや、観光サポート等、通常の旅行商品には含まれない追加サー

ビスを導入したことから費用が増加したため、各種追加サービスを旅行代金に含めた総額を

評価いただいた結果、高額と感じるという回答を得た。

しかし、これらの追加サービスについては、「安全性の確保」や「安心して旅行に参加で

きること」としての価値評価は高く、価格の背景や含まれるサービス内容について丁寧な説

明を行うことで費用対効果に対する納得感が得られれば、ある程度の費用負担は受容される

可能性が高いため、

・含まれるサポート内容を事前資料や説明時に分かりやすく可視化すること

・安全性や安心感といった金額に換算しにくい付加価値を明確に伝えること

・サポート内容の違いによる複数プラン化（例：基本サポート／充実サポート）

などの工夫により、費用に対する納得感を高めつつ、参加者の金銭的・心理的負担を軽減し

、より多くの人が安心して参加できる旅行商品の提供につなげていくことが必要である。

⑦旅行の販売形態との適合性

募集型企画旅行としては、参加者一人ひとりの身体状況やニーズに応じた柔軟な対応が求

められることが明らかとなった。特に、介助サービスの有無や内容、福祉用具の手配、交通

機関の利用条件などについては、個別調整が不可欠であり、定型化された募集型企画旅行で

は対応が難しい場面が多いことが示唆された。

一方、受注型企画旅行・手配旅行は、参加者の個々のお困りごとに応じたサービス提供、

対応に応えられる販売形態であると考えられ、適合性が高いと考えられる。

そのことから、参加者の「お困りごと」や「旅行の目的」に応じて、募集型と受注型の使

い分けを柔軟に行いながら、それぞれの特性を活かした企画・運営体制を構築していくこと

が望まれる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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■当日の様子

特急列車最後部席後ろに
車いすを収納

リフト付きバスで運行

観光地にて観光サポートを依頼

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

車いすのまま果物狩りを体験

甲州リハビリテーション病院と連携し
、入浴介助を提供
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心のバリアフリー認定のお宿。館内の所々にバリアフリーの配慮がなされている
（石和名湯館 糸柳）

ワイナリー地下セラーを見学



■旅行先：長野県・富士見町
■出発日：令和７年１１月５日（水）～６日（木）
■日数：１泊２日
■移動手段：トイレ付きバス
■参加者数：４名

■１日目
9:10発 中野駅
10:05           狭山PA（トイレ休憩10分）
12:10  双葉PA（トイレ休憩15分）
10:35      青梅
13:10  萌木の村（昼食・70分）
15:00  八ヶ岳アルパカ牧場（60分）
16:20着  ホテル八峯苑鹿の湯（宿泊）

トイレ付きバスでゆく 富士見高原 天空のパノラマカートとホテル八峯苑鹿の湯
八ヶ岳アルパカ牧場と季節のフルーツ狩り２日間

■工夫のポイント
・急な体調不良にも柔軟に対応できるよう、観光ルートには十分なゆとりを持たせた無理の
ない行程を設定。
・公共交通機関での長距離移動に不安を感じる方にも安心してご参加いただけるよう、移動
はトイレ付きバスを利用。
・動物とのふれあいや、フルーツ狩りなど、体験型で楽しめるアクティビティを盛り込む。
・事前に写真・動画・チェックリストなどを活用した、わかりやすい情報提供を行い、参加
者が安心してツアーに臨めるよう工夫。
・ツアー当日は、視覚情報と聴覚情報を組み合わせた案内を行い、どなたにも伝わりやすい
サポートを心がける。

事前調査で示された
主な課題

✓ 交通や宿泊・観光施設のバリアフリー手配の難しさ
✓ 対応工数の多さによる採算化の困難さ

事前調査で示された
主な工夫

✓ 行程に余裕を持たせた工夫
✓ オーダーメイドに見合う価格設定

モニターツアーにおける
検証概要

✓ 公共交通機関を使わず貸切バスでの運行
✓ 十分な余裕を持たせ移動や観光時の不安を軽減
✓ 事前にわかりやすい情報提供（写真・動画など）の準備をし、安心感を

得られる工夫の検証

(６)ー３ 公共交通機関以外の移動でゆったり行程を希望される方向けモニターツアー

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

■２日目
9:00発 ホテル八峯鹿の湯苑
 富士見高原天空カート（110分）
11:35 農園レストランfumotto DINING

（昼食70分）
13:00 中込農園・りんご狩り（450分）
13:50 道の駅しらね（トイレ休憩10分）
15:30        青梅
15:50 狭山PA（トイレ休憩10分）
17:05着    中野駅
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１）検証内容

①参加者のニーズと「お困りごと」の把握 

参加者一人ひとりの「お困りごと」を的確に把握することを重視し、旅行前にオンライン

での事前ヒアリングを実施し、説明と対話を通じて、参加者が当日の行程を具体的にイメー

ジできるような工夫が、安心感につながるか検証した。

事前説明・ヒアリングにおいては、「障害の種類」から先入観を持たず、それぞれの方の

体調や性格、過去の経験などを自然に聞き出せるよう工夫した。「どのような体験をどのよ

うに楽しみたいか」という視点を大切にし、障害特性ではなく“個人”に焦点を当てた対話

を行った。

また、一方的な聞き取りにならないよう、行程や体験内容を動画などで具体的に説明し、

「旅のイメージを共有しながら話す」ことを重視した。説明の際には、単に情報を伝えるだ

けでなく、旅の楽しみや期待感をふくらませられるよう工夫し、出発前からワクワク感を感

じてもらえるよう意識した。これにより、「旅の楽しみ」と「お困りごと」を自然に引き出

すことができた。

なお、参加者本人との直接のコミュニケーションが難しい場合には、同行される介助者の

方を通じて、時間をかけて丁寧にニーズと「お困りごと」の把握を行った。

②旅行手配における課題 

食事対応に関しては、アレルギー、きざみ食、ペースト食など個別の要望に応じた提供が

求められる中、対応可能な食事施設・宿泊施設の確保に苦労した。特にペースト食への対応

が可能な施設は限られているが、地域で先進的に対応を行っている施設や地域バリアフリー

旅行相談窓口に相談することで、地域におけるネットワークを通じて、対応可能な施設の紹

介が有効であることが示唆された。

このことから、ユニバーサルツーリズムにおける食事対応は、参加者の健康状態や嚥下機

能に応じた個別の対応が求められる重要な要素であり、旅行の満足度や安心感に直結するも

のであると考えられる。地域において先進的な取り組みを行っている施設や、バリアフリー

旅行相談窓口などの専門的なネットワークを活用することで、適切な施設の紹介や食事提供

体制の確保が可能となると示唆された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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③情報の伝え方 

参加者が事前に行程全体を見通せるよう、情報提供方法の工夫について検証を行った。具

体的には、文章や写真に加えて動画を活用し、訪問地の雰囲気や移動動線をイメージしやす

くする工夫を行った。

特に、訪問先での移動経路、トイレの位置、宿泊する客室の様子など、参加者の不安につ

ながりやすい要素について重点的に情報提供を実施した。

ツアー当日の案内についても、口頭説明のみではなく、資料や掲示等を併用し、聴覚情報

と視覚情報を組み合わせた案内とすることで、参加者に情報が伝わりやすく、不安を感じに

くい旅行環境づくりに有効であることが示唆された。

このことから、情報の「内容」だけでなく「伝え方」にも配慮し、参加者の多様な感覚・

認知特性に応じた情報提供手法の活用が、安心でわかりやすい環境づくりに必要な視点であ

ると示唆された。

④地域のサポート組織との連携

本モニターツアーでは検証なし。

⑤費用面・負担軽減策

最もコストと工数を要したのは、事前の情報整理および情報提供であった。写真や動画の

準備、行程・環境情報の可視化、参加者ごとの個別確認対応などは、参加者の安心感の向上

に大きく貢献した一方で、すべてを個別かつ手作業で対応した場合、旅行会社側に大きな業

務負担が生じた。

情報提供の質を維持・向上させつつ、業務の効率化を図ることが重要である。

・情報の整理・蓄積

・汎用的に活用可能な資料やフォーマットの整備

・写真・動画等の再利用を前提とした仕組みづくり

こうした取り組みにより、旅行会社の業務負担を抑えつつ、継続的な対応が可能な体制構

築が重要であると考えられる。

また、質の高い情報提供は、障害のある方の安心確保にとどまらず、一般の旅行者にとっ

ても旅行の品質向上につながる要素である。費用や工数のバランスを考慮しつつ効率的かつ

効果的な情報提供の工夫が求められる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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⑥参加者の負担軽減や利便性

集合・解散場所や時間帯については、遠方の集合場所は参加のハードルが高く、事前に参

加者自身が集合場所の下見を行わないと不安を感じる、という意見が得られたため、自宅近

くから発着可能とすることで旅行参加を促進できることが示唆された。

ツアー中に「お困りごと」が発生した場合、周囲を気にして口頭で伝えることが難しい参加

者への配慮として、声を出さずに意思表示ができる「お困りごとサイン」を用意したことで

、身体的・心理的負担の軽減を図った。

移動や集合方法の柔軟化とともに、コミュニケーション支援の工夫を組み合わせることで

、誰もが安心して参加できる旅行の環境整備が重要であると考えられる。

⑦旅行の販売形態との適合性

募集型企画旅行においては、事前の情報提供や個別の配慮対応にかかる工数・コストが大

きく、すべてを手作業・個別対応で行う場合には、業務負担や採算性の面で課題があること

も明らかとなった。

一方で、受注型企画旅行・手配旅行においては、高齢者施設・障害者団体等の旅行、また

は高齢者や障害者等配慮が必要な方が含まれる団体旅行が想定され、施設職員や同行者から

の情報提供や旅行相談など協力を得やすく、適合性が高い。

そのことから、旅行形態の選択は、参加者のニーズだけでなく、旅行会社側の業務負担や

採算性といった運営面の実情も踏まえた適切な判断が求められると考えられ、配慮を要する

旅行の企画・運営においては、受注型企画旅行・手配旅行を積極的に活用しつつ、募集型に

おいては、対応可能な支援を事前に可視化し、参加者が旅行を選択しやすくする工夫をおこ

なうことが、現実的かつ持続可能な取り組みとなると考えられる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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■当日の様子

視覚情報と聴覚情報の
両方に配慮した案内

参加者が必要に応じて
利用できる様に準備

季節の体験を組み込むことで
旅行の魅力向上

長距離歩行に不安がある参加者に
車いすと車いす牽引装置を提供

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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■旅行先：静岡県・三島市
■出発日：令和７年１１月9日（日）～１０日（月）
■日数：１泊２日
■移動手段：JR東海、伊豆箱根鉄道、小田急線
■参加者数：３名

■１日目
11:27発     東京駅発＜東海道新幹線＞
12:17     三島駅
12:30  ROBATA GRILL 炉 L’EAU

（昼食60分）
14:33     三島発＜伊豆箱根鉄道＞
14:46 伊豆箱根台場工場（見学60分）  
16:30着         富士山・三島東急ホテル

（宿泊）

東海道新幹線・伊豆箱根鉄道・大雄山線・小田急ロマンスカー線に乗車
通常は入れない整備工場見学やトレインビューホテルで鉄道ざんまい２日間

■工夫のポイント
・急な体調不良や心理的負担が生じた場合にも対応できるよう、行程全体にゆとりを持たせ
た設定。

・長時間移動に対する不安やストレスを軽減するため、1回あたりの乗車時間を原則90分以
内とする。

・知的好奇心や関心の深さに配慮し、豊富な知識を持つ現地関係者から直接話を聞ける機会
を設ける。

・食事は複数の選択肢を用意し、可能な範囲で偏食やアレルギー等への対応できる施設・内
容を選定。

・夕食については、一律の行動を求めず自由行動を基本とし、個々の過ごし方を尊重。
・写真・動画・チェックリスト等を活用した、分かりやすく具体的な事前情報を提供。

事前調査で示された
主な課題

✓ 宿泊・観光や交通のバリアフリー手配の難しさ
✓ 安全性への不安
✓ ニーズの把握の難しさ

事前調査で示された
主な工夫

✓ 保有顧客基盤の活用
✓ 介助・補助器具の手配体制
✓ 専用ページやパンフレットの作成
✓ 顧客アンケートによる改善

モニターツアーにおける
検証概要

✓ 余裕のある行程で移動や観光時の不安を軽減
✓ 事前にわかりやすい情報提供（写真・動画など）で、安心を得る工夫の検

証
✓ テーマ性が強い旅行が参加意欲の向上がつながるかどうかを検証

(６)ー４ ゆったり安心と、好きを探求する事、趣味に没頭したい方向けモニターツアー

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

■２日目
9:30発           富士山・三島東急ホテル
9:50    三島駅発
10:39    小田原駅着

＜伊豆箱根鉄道・大雄山線＞
10:45   小田原駅発

＜伊豆箱根鉄道・大雄山線＞
11:09   大雄山駅（コデ165号 見学60分）
12:20   大雄山駅付近（自由昼食90分）
14:02   大雄山駅
14:26     小田原駅
15:27   小田原駅＜ロマンスカー＞
16:46着  新宿駅
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１）検証内容

①参加者のニーズと「お困りごと」の把握 

参加者一人ひとりの「お困りごと」を的確に把握することを重視し、旅行前に対面または

オンラインでの事前ヒアリングを実施し、説明と対話を通じて、参加者が当日の行程を具体

的にイメージできるような工夫が、安心感につながるか検証した。

事前ヒアリングにおいては、「障害の種類」から先入観を持たず、それぞれの方の体調や

性格、過去の経験などを自然に聞き出せるよう工夫した。「どのような体験をどのように楽

しみたいか」という視点を大切にし、障害特性ではなく“個人”に焦点を当て対話を行った

。

また、一方的な聞き取りにならないよう、行程や体験内容を動画などで具体的に説明し、

「旅のイメージを共有しながら話す」ことを重視した。説明の際には、単に情報を伝えるだ

けでなく、旅の楽しみや期待感をふくらませられるよう工夫し、出発前からワクワク感を感

じてもらえるよう意識した。これにより、「旅の楽しみ」と「お困りごと」を自然に引き出

すことができた。

②旅行手配における課題 

旅行企画時の手配において、基本的なアレルギー対応が可能な飲食店・宿泊施設は一定数

見つかったものの、アレルギーの程度によっては、受け入れ可能な施設が限られており、適

切な施設を確保・手配することが課題となった。

このことから、対応可能な施設が確保できない場合には、自由昼食への変更や、他の参加

者との食事分離など柔軟な対応を選択肢として用意しておくことも、安心して参加できる対

応であると考えられる。

③情報の伝え方 

参加者が事前に行程全体を見通せるよう、情報提供方法の工夫について検証を行った。具

体的には、文章や写真に加えて動画を活用し、訪問地の雰囲気や移動動線をイメージしやす

くする工夫を行った。

特に、訪問先での移動経路、トイレの位置、宿泊する客室の様子など、参加者の不安につ

ながりやすい要素について重点的に情報提供を実施した。

ツアー当日の案内についても、口頭説明のみではなく、資料や掲示等を併用し、聴覚情報と

視覚情報を組み合わせた案内とすることで、参加者に情報が伝わりやすく、不安を感じにく

い旅行環境づくりに有効であることが示唆された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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一方で、東京駅の集合場所については、JR駅構内案内図を用いて説明を行ったが、地下鉄

を利用して集合場所に来られた参加者にとっては、ルートが複雑で分かりづらいとの声があ

った。そのため、地下鉄や周辺駅からのアクセス経路についても、あらかじめ案内資料に含

めるなどの工夫が望ましいという意見が得られた。

このことから、情報の「内容」の充実と「伝え方」に配慮し、参加者の多様な感覚・認知

特性に応じた情報提供手法の配慮が、安心でわかりやすい旅行環境づくりに必要な視点とな

ると考えられる。

④地域のサポート組織との連携

本モニターツアーでは検証なし。

⑤費用面・負担軽減策

最もコストと工数を要した工程は、事前の情報整理および情報提供であった。写真・動画

の準備、行程や環境情報の可視化、個別の確認対応などは、参加者の安心感向上に大きく寄

与した一方、すべてを個別・手作業で対応した場合、旅行会社側に大きな業務負担が生じた

。

このことから、今後は、情報提供の高度化を図りつつも、

・情報の整理・蓄積

・汎用的に活用可能な資料やフォーマットの整備

・写真・動画等の再利用を前提とした仕組みづくり

などにより、業務負担を抑えながら継続的に対応できる体制を構築することが重要であると

考えられる。

一方で、詳しい資料の提供を求める意見は見られたが、必ずしも対面での個別説明を必要

としない参加者も存在した。そのため、要望に応じて説明対応の方法を分けることで、旅行

会社の業務負担を軽減しつつ、参加者のニーズに応じた柔軟な対応が可能となることが示唆

された。

情報提供の質を高めることは、「お困りごと」を抱える方の安心確保にとどまらず、一般

の旅行者にとっても旅行全体の満足度向上につながる重要な要素である。費用や工数のバラ

ンスを考慮しつつ、効率的かつ効果的な情報提供の工夫が求められる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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⑥参加者の負担軽減や利便性

急な体調不良にも対応できるよう、観光ルートに十分なゆとりを持たせ、1回あたりの移

動時間を90分以内とし、こまめに休憩を挟む行程とし、心理的・身体的負担の軽減を図った

。また、ツアー中に「お困りごと」が発生した場合、周囲を気にして口頭で伝えることが難

しい参加者への配慮として、声を出さずに意思表示ができる「お困りごとサイン」を用意し

たことで、心理的負担軽減を図った。

集合・解散場所および時間帯については、人混みや複雑な動線がストレや不安につながる

「お困りごと」に配慮するため、分かりやすい場所、わかりやすい目印、混雑を避けた時間

帯で設定することの重要性が示唆された。

食事については、個々の苦手意識や嗜好を尊重する観点から自由食としたが、当日になっ

て自ら飲食店を探すことが心理的・実務的な負担となる参加者も見られた。

このため、基本は食事付きで募集しつつ、嗜好やアレルギー等に応じて「食事付き／食事

なし」を事前に選択できるオプション設定とすることにより、参加者が安心して食事形態を

選択でき、 あらかじめ選択肢として提示することで、特定の参加者のみが特別な対応を受

けているという印象を与えにくくなり、周囲の目線や評価を気にせずに安心して参加できる

環境を整えられることが示唆された。

⑦旅行の販売形態との適合性

本モニターツアーでは趣味嗜好を深掘りしたテーマ性の高い旅行商品が、「旅行に行きづ

らさ」を感じている人にとって、参加への一歩を踏み出すきっかけとなり得るかを検証した

。その結果、鉄道という明確な興味・関心を持つ参加者に対し、特別感や共感を得られる企

画内容が評価され、通常の募集型企画旅行への参加につながる可能性を示唆する結果となっ

た。

加えて、テーマ性の高い旅行商品は、共通の興味・関心を有する参加者同士のつながりを

生みやすく、ファン層が形成されやすい特性を有していると考えられる。さらに、参加者の

趣味嗜好に的確に「刺さる」商品を造成できれば、参加意欲を高め、購買につながりやすい

可能性がある。こうした商品は満足度の向上のみならず、リピーターの創出にも寄与し、結

果として継続的な顧客基盤の構築が期待できる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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課題点としては、出発前に提供されている情報量では、旅行内容の見通しが立つかどうか

、集団行動への不安、環境変化などにストレスを感じる方が安心して旅行の申込みを行うに

は不十分である可能性が示唆された。特に、行程の見通しや環境情報に関する事前情報の不

足は、参加判断そのものを難しくする要因となり得ることが確認された。

しかし、下見、情報収集、資料作成、個別説明といった対応が担当者の手作業に依存する

状況では、価格転嫁が難しい募集型企画旅行において、業務負担や採算性の面で課題がある

ことも明らかとなった。一方で必要とされる支援レベルは個人差が大きいことが読み取れた

ため、無理のない範囲で導入可能な項目から段階的に取り組むことが現実的であると考えら

れる。

一方、受注型企画旅行・手配旅行は、参加者の個々のお困りごとに応じたサービス提供、

対応に応えられる販売形態であると考えられ、適合性が高いと考えられる。

このことから、好きを探求する事、ゆったりと趣味に没頭したい方に対しては、テーマ性

や個別対応の柔軟性が参加意欲を高める鍵となることが示唆された。今後は、無理のない範

囲で情報提供や支援の段階的な導入を図ることが、より多様な参加者の受け入れにつながる

と考えられる。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

■当日の様子

工場職員からの詳しい説明で
知的好奇心を満たす

個人では手配が難しい
特別な体験を提供

列車ビューの部屋（客室は一例）
好きな事をとことん楽しむ

地域の名物料理。
希望により添乗員がアテンドを実施
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(７)ユニバーサルツーリズム取組初期段階・未取組旅行会社のモニターツアー参加

今後、ユニバーサルツーリズムに取組む予定または取組初期段階の旅行会社が、モニター

ツアーに参加する事で、実際の企画・運営プロセスを体験し、配慮事項や課題、必要な準備

内容を具体的に把握することを目的とする。あわせて、参加を通じて現場での気づきや改善

点を抽出し、実践的なノウハウの蓄積および今後の取り組み促進につなげることを目指す。

また、「百聞は一見にしかず」の考えのもと、ユニバーサルツーリズムはハードルが高いと

いう先入観を払拭し、実際に体験することで取り組みへの心理的ハードルを下げる効果も期

待し実施した。

ツアー種別 参加旅行会社
モニターツアーに参加した

旅行会社担当者の声

長距離歩行が困
難な方

向けモニターツ
アー

株式会社農協観光

ツアー催行当日はもちろん、行程づくりの段階から地
域バリアフリー旅行相談窓口との連携の有効性を実感
した。人気の観光地ほど混雑などで難しい場面もあっ
たが、移動ルートを工夫したり、あえてニッチな場所を
組み合わせたりすることで、十分に楽しめる内容にでき
ると実感した。

また、弊社のターゲット層である70～80代の組合員
に向けた行程づくりは、そのままユニバーサルツーリズ
ムへの取組であるとあらためて確認できた。まずは社内
で情報を共有し、できるところから取り入れていくこと
が大切だと思う。

募集型企画旅行や施設やグループなど団体旅行を対
象に、段階的かつ現実に即した内容での取り組んでい
きたいと思う。

車いすなど移動補
助具利用の方向け

モニターツアー

ヒシダスポーツ観光
株式会社

要支援者の状況は千差万別で、参加者一人ひとりを
知るため、まずは丁寧な事前説明が欠かせないことを
実感した。また、介助が必要なケースでは介護資格を
有するスタッフの同行が安心につながり、外部支援者と
の連携には正確な情報共有が必要だということも実感
した。

福祉車両（リフト付きワゴン車）を利用し、スタッフの同
行があれば、家族の負担を軽減できるだけでなく、要支
援者と同じ時間を共有し、観光を楽しむことができるだ
ろう。現在は二種免許の取得や福祉車両を所有する事
業者との提携も進めている。

オーダーメイド旅行は調整が必要だが、参加者の満
足度も高い。環境さえ整えば取り組みやすいのがユニ
バーサルツーリズムであり、できるところから少しずつ
実践していきたい。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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ツアー種別 参加旅行会社
モニターツアーに参加した

旅行会社担当者の声

公共交通機関以
外の移動でゆった
り行程を希望され
る方向けモニター

ツアー

株式会社マイトラベ
ルコンサルティング

今回のツアーで特に感じたのは、ユニバーサルツーリ
ズムは「できるところから始めればよい」ということだっ
た。

施設やグループなどの団体旅行やオーダーメイド型
の旅行であればすぐにも取り組めるし、少しずつ実績を
積んでいきながら、将来的には企画旅行にも展開でき
ると思う。

写真や動画を使ってのツアー案内は、言葉だけでは
わかりにくい情報が伝わり、参加者に安心してもらえる
し、自社のウェブサイトや提案書でも活用できる。

パンフレットや説明会などを通じて安心できるサポー
ト体制、一般のツアーでは得られない体験の価値など
を明確に伝えることが大事。また、自治体との連携や助
成金の活用などで参加者の金銭的負担を低減させるこ
とも有効だと思う。

好きを探求する事、
ゆったりと趣味に
没頭したい方向け
モニターツアー

福山観光旅行株式
会社

地方の旅行会社として、ユニバーサルツーリズムは地
域資源の有効活用と地域活性化に貢献できる絶好の
商品となり得ると実感した。

旅行会社、参加者ともに経験したことがないほどゆと
りある時間配分で、テーマを三島の地域資源である鉄
道に絞り、地域コーディネーターや訪問先施設、宿泊先
との事前の情報共有により、参加者にとって特別で満
足度の高いツアーが実現されていたと思う。

ユニバーサルツーリズムは着地型・発地型のどちらに
も展開の可能性があり、地域の魅力に光を当て、関係
者と連携を図りながら余裕を持った行程づくりを行うこ
とで、これまで旅行をあきらめていた方々に新しい希望
を提供できると感じた。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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１）ユニバーサルツーリズム取組初期段階・未取組旅行会社によるモニターツアー参加効果

本モニターツアーへの参加を通じ、旅行会社において以下のような効果が確認された。

① 心理的ハードルの低減

ユニバーサルツーリズムは「難しい」「特別な体制が必要」といった先入観を持たれがち

であるが、実際に体験することで「できるところから始められる」という実感が得られた。

現場を体験することにより、取り組みに対する心理的ハードルが大きく低減された。

② 具体的な実務イメージの体得

事前説明の重要性、情報共有の方法、外部支援者や地域バリアフリー旅行相談窓口との連

携の有効性など、実務上のポイントを具体的に把握できた。単なる知識の習得にとどまらず

、実際の企画・運営プロセスを体験することで、配慮事項や準備内容が明確化された。

③ 自社既存事業との親和性

高齢者向け商品やオーダーメイド旅行、団体旅行など、既存の事業領域がそのままユニバ

ーサルツーリズムにつながる可能性を再認識する機会となった。特別な新規事業ではなく、

自社の強みを活かしながら段階的に展開できることが確認された。

④ 商品開発の可能性拡大

テーマ性を持たせた旅行や、ゆとりある行程設計、地域資源の活用などにより、満足度の

高い商品づくりが可能であること実感された。着地型・発地型いずれにも展開可能であり、

地域活性化や差別化戦略にも寄与し得ると気付きを得た。

⑤ 具体的な行動への波及

二種免許取得の検討、福祉車両事業者との提携、自治体や助成制度の活用検討など、実際

の事業展開に向けた前向きな意見が確認できた。また、写真や動画を活用した説明手法は、

自社の営業活動や提案書作成にも応用可能であるとの評価があった。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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(８)モニターツアー検証内容と総括

【①参加者のニーズと「お困りごと」の把握】

すべての対象において、出発前の事前ヒアリングによって個別の状況を把握することが、

旅行前および旅行中の安心感に大きく寄与しており、身体的・心理的特性の違いにかかわら

ず、参加者一人ひとりの情報を丁寧に把握することの重要性が示唆された。特に、「どのよ

うな点に不安を感じているか」を事前に共有できることが、当日の円滑な運営や、旅行の満

足度につながっていた。

高齢者や車いす利用者においては、歩行距離や移乗、客室設備、入浴、段差といった身体

状況に関することが中心であった。一方、旅行内容の見通しが立つかどうか、集団行動への

不安、環境変化などにストレスを感じる方に対しては、心理的側面への配慮がより重要であ

った。「お困りごと」は個人差が大きいことから、属性別の一律対応では十分とは言えず、

参加者個人の状況や感じている不安を把握する姿勢そのものが、ユニバーサルツーリズムに

おける必要な対応であると示唆された。

このことから、定型的な質問による情報整理と、個別対話を組み合わせたヒアリングを行

うことが有効であった。また、動画や写真を用いて旅行の流れや体験内容を共有することで

、参加者が具体的なイメージを持ちやすくなり、不安の軽減と期待感の醸成の双方につなが

る手法として有効であると示唆された。

【②旅行手配における課題】

すべての対象において、参加者の身体的・心理的な「お困りごと」に配慮した旅行手配は

、不可欠であり、通常の旅行よりも手配の難易度が高くなる点が共通課題であった。特に、

利用可能な交通機関や宿泊施設、食事場所の選定においては、配慮が必要な条件を満たす施

設が限られており、さらに、段差のない観光地の選定、座位のままで実施できる体験型観光

（例：フルーツ狩り）など、実務上の手配には多くの工数と創意工夫を要し、現場レベルで

の難しさを実感する機会ともなった。

車いす利用者においては、リフト付きバスや鉄道のバリアフリー対応座席など、交通手段

と施設設備に関する制約が顕著であった。一方、食事に対して「お困りごと」を有する方に

おいては、アレルギーや嚥下障害への対応など食事手配の難しさも課題であった。こうした

手配課題は、旅行会社単独での対応では限界があり、地域の専門的知見を有する福祉事業者

や地域バリアフリー旅行相談窓口等との連携が有用であった。特に、現地のサポート体制に

ついては、旅行先での対応力が高まり、実効性のある配慮が可能となることが示唆された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施

78



このことから、旅行企画段階から地域バリアフリー旅行相談窓口や医療・福祉専門家と連

携し、サービス提供の調整・情報共有を行うことが重要である。具体的には、観光地や宿泊

施設の下見を共有し、必要に応じて代替案を検討すること、専門性を活かした入浴介助や観

光サポートの提供、簡易福祉用具のレンタルによる通常客室の利用など、旅行会社単独では

対応が難しいニーズにも、安心・安全かつ質の高いサービスとして応えることが可能となる

ことが示唆された。

【③情報の伝え方】

すべての対象において、参加者が旅行当日の行程や環境を事前に具体的にイメージできる

よう、具体的な情報提供が重要であることが共通して示された。特に、写真・動画・地図と

いった視覚資料は、文章だけでは把握しづらい現地の様子を伝えるうえで有効であり、安心

感を高める要素となった。

高齢者、車いす利用者では、客室設備、椅子・テーブル席の有無、段差や手すり、浴室設

備などのハード面の詳細情報が必要とされ、実際の使用可否や移動可能性の判断材料として

重要視された。一方、駅や建物内の「動線のわかりにくさ」や「空間の複雑さ」がストレス

や不安の要因となる参加者は、アクセス経路の明確化や、環境の見通しの立てやすさが重視

された。

事前説明のニーズは、参加者によって異なり、「詳しい資料があれば対面説明は不要」と

回答がある一方で、「顔を見て話せる説明が安心できる」といった対話的コミュニケーショ

ンを求める声も見られた。

これらの結果から、情報提供においては十分な資料の提供を基本とし、必要に応じて、参

加者が自身の希望や不安を無理なく伝えられる個別説明の機会を設ける「選択可能な説明体

制」が望ましいと考えられる。

【④地域のサポート組織との連携】

旅行会社単独では対応が難しい専門的な配慮や支援の提供について、地域の医療機関や福

祉事業者、バリアフリー相談窓口などの外部機関との連携が大きな補完的役割を果たすこと

が示唆された。

特に車いす利用者向けツアーでは、地域のリハビリテーション病院との連携により、事前

の現地下見、簡易福祉用具のレンタル、入浴介助や観光サポートなど、実務的かつ専門的な

連携が具体的に実施され、参加者から一定の評価を得た。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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対象者の多様なニーズに応じるため、特に、福祉・医療・介護の専門性や資格が求められ

る場面（入浴介助・移動補助・福祉用具の調整等）では、旅行会社のリソースだけでは限界

があり、専門機関の力を借りることが有用である。

地域の実情に応じた柔軟な連携体制の構築が、ユニバーサルツーリズム実施において有用

であり、これらの取り組みにより、参加者の安心・安全の確保や、旅行全体の満足度向上、

旅行会社の品質の向上にもつながることが示唆された。

【⑤費用面・負担軽減策】

すべての対象において、参加者の不安を軽減し、旅行への参加意欲を高めるためには詳細

で具体的な事前情報の提供が求められることが、共通して見られた。一方で、この情報整備

には大きな工数とコストがかかり、旅行会社の業務負担が課題であった。

また、地域バリアフリー旅行相談窓口や福祉事業者との連携により、現地下見を依頼し、

プロの視点で設備を確認してもらうことで、安全性と安心感の向上につながった。旅行会社

にとっては、現地への下見の負担軽減に有効であり、地域の専門機関との連携の意義が改め

て示唆された。

情報提供については、対象者ごとに必要とされるレベルに違いがあった。詳しい資料があ

れば対面説明は不要と意見ある一方で、対話的コミュニケーションを求める声も見られた。

情報提供の質を維持・向上させつつ、業務の効率化を図るために、下記工夫が考えられる。

・写真・動画などの再利用を前提とした情報の蓄積

・訪問・宿泊施設や地域バリアフリー旅行相談窓口に依頼し、下見と画像共有の協力を得る

・参加者の特性に応じた説明方法の選択制導入（例：資料のみ、オンライン‣対面説明など）

これにより、旅行会社の業務効率化と参加者の満足度向上の両立が期待される。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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【⑥ 参加者の負担軽減や利便性】

すべての対象者において、旅行中の身体的・心理的な負担を軽減することが重要であり、

「ゆとりのある行程の設計」「こまめな休憩の挿入」「参加者の状態に応じた柔軟な行程変

更」「集合場所への配慮」などが安心して旅行に参加するために共通で求められていた。

身体的負担の軽減と同時に、心理的・認知的な不安要素を取り除くことが、旅行の質を大

きく左右する。特に「分からない」「先が見えない」ことがストレス源となる方には、具体

的な情報の伝達が必要であると考えられる。また、ゆとりのある行程と現地での柔軟な対応

力は、急な体調や心理状態の変化に即応するために必要であることが示唆された。

・「お困りごとサイン」などの非言語コミュニケーションツールの導入による意思表示のサ

ポート

・視覚と聴覚の両面からの情報提供（案内掲示、写真資料、地図、行程表の図解化など）

・集合場所・時間の配慮（人混みを避けた時間帯設定、自宅から近い集合場所の配慮）

・移動負担を軽減するための適度な休憩と無理のない移動時間を設定した行程

・行程中の体調や希望に応じて柔軟に対応できるゆとりのある行程設計

・選択式食事提供（食事付き／自由食）の導入による心理的・嗜好的な配慮

これらの取り組みは、参加者にとっての不安が軽減され、安心して参加でき、旅行会社側に

とっても、トラブルの未然防止やサービス品質の向上に寄与する実践的な方法となることが

示唆された。

【⑦ 旅行の販売形態との適合性】

募集型企画旅行においては、参加者一人ひとりの多様なニーズや「お困りごと」にすべて

対応するためには、事前準備や当日のサポートにおいて柔軟な対応が求められる。そのため

、画一的な商品設計では対応に限界がある一方で、個別の配慮が必要な場合にはオプション

対応が可能な仕組みを整備することにより、柔軟性と効率性の両立が可能となる。配慮内容

や対応可能な支援を事前に可視化することで、参加者が自身に適した旅行を選択しやすくな

り、参加促進への寄与が示唆された。

例えば、長距離歩行が困難など体力に不安がある方については、身体機能に対する不安に

関する配慮事項をあらかじめ明示することで、参加者自身が旅行参加の可否を判断しやすく

なり、募集型企画旅行との適合性が高まると考えられる。また、好きを探求、没頭したい方

については、共通の趣味や関心に基づくテーマ性を重視した旅行商品が動機付けにつながり

やすく、募集型企画旅行への参加の第一歩となる可能性が示唆された。

２ 業務内容

５ モニターツアーの実施
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６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

ビジネスの観点を踏まえたユニバーサルツーリズム旅行商品造成手法の確立や効果的な販

売に資するためのノウハウを含んだマニュアルを作成する。作成したマニュアルについては

、ユニバーサルツーリズム企画・受入を行う旅行会社や宿泊施設などの観光事業者に周知す

るとともに、横展開の一環として、同様の観光事業者向けにオンラインセミナー等を行い、

ユニバーサルツーリズムの機運醸成を図る。

(１)マニュアルタイトル

旅行会社の商品造成・販売担当者向け

ユニバーサルツーリズムの商品造成・販売マニュアル

～さあ、はじめよう！ 旅行会社だからこそできるみんなが主役の旅づくり～

(２)マニュアル作成の目的

ユニバーサルツーリズムに取り組む旅行会社を増やし、誰もが旅行を諦めない環境を整備

する

本事業にて実施した検討会にて、関係団体・福祉団体の関係者、ユニバーサルツーリズム

の研究者や専門家の皆様からのご経験に基づく意見、そして現場の最前線で取り組んできた

旅行会社の専門的かつ実践的な知見、および旅行に際して困難のある方々を対象に実施した

モニターツアーでの検証結果に基づき、商品造成から旅行実施間まで現場で活用できる「実

践的な指針」としてとりまとめた。

ユニバーサルツーリズムの取組は、商品を特殊なものと身構えたり切り分けたりするので

はなく、既存業務の延長線上にあるものとして捉え、旅行に際しての様々な【お困りごと】

を丁寧に聞き取り、調整することで、十分に実現させることが可能である。

マニュアルを通じて、ユニバーサルツーリズムに取り組む旅行会社の裾野を広げ、ユニバ

ーサルツーリズム対応商品が拡充され、これまで旅行を諦めていた方々の「新たな旅行機会

」を創出し、すべての人に「より安全で質の高い旅行体験」が提供されることを目指す。

２ 業務内容
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(３)マニュアル概要

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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(３)マニュアル概要

①マニュアルの対象

マニュアルは、ユニバーサルツーリズムにこれから取り組もうとしている、または取組初

期段階の旅行会社の商品造成・販売担当者を主な対象とし、内容については、下記のA・B・

Cの3タイプを「ユニバーサルツーリズム商品」として造成・実施する場合の留意点や工夫に

ついて整理。

②目次

１章 ユニバーサルツーリズムの必要性

２章 ユニバーサルツーリズム商品造成にあたっての留意点 

３章 プロセスごとの対応のノウハウ

４章 ユニバーサルツーリズム商品の販売と展開可能性

おわりに ユニバーサルツーリズムの重要性と今後の展開への期待

巻末資料１｜ユニバーサルツーリズムに関連する法律や国の指針等

巻末資料２｜観光庁におけるユニバーサルツーリズムへの取組  

巻末資料３｜旅行会社が利用できる全国の地域バリアフリー旅行相談窓口 

巻末資料４｜旅行者への事前説明・ヒアリングの確認項目例

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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③各章の概要

【１章】 ユニバーサルツーリズムの必要性

ユニバーサルツーリズムの背景や経緯、国内外で拡大するマーケットの現状を解説。また

、旅行会社が直面している課題を整理し、なぜ今この取り組みが必要とされているのか、そ

の重要性について解説。

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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③各章の概要

【２章】 ユニバーサルツーリズム商品造成にあたっての留意点

ユニバーサルツーリズムにおける「合理的配慮」の考え方や、参加者の【お困りごと】に

対する基本姿勢を解説。また、情報収集から宿泊までの各シーンにおける具体的な【お困り

ごと】と、その対応の例を紹介。 

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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③各章の概要

【３章】 プロセスごとの対応のノウハウ

企画から実施まで、各プロセスにおける具体的なノウハウを詳述。企画段階での情報収集

や関係機関との連携から、実施に際しての事前説明や現場対応など、実務に直結するポイン

トを網羅して記載。各項目は、［必須］最低限押さえておくべきポイント、［＋α］さらに

旅行の満足度や質を向上させるため必要に応じて対応するポイントに仕分け、併せて［ 例

］具体的な例を示した。

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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③各章の概要

【４章】 ユニバーサルツーリズム商品の販売と展開可能性

ユニバーサルツーリズムを事業として発展させるための指針を提示。取組事例から学ぶ３

つの視点「標準化・分業化・外部連携」とともに、できるところから着手する段階的なステ

ップアップ、コストと付加価値を両立させる事業設計、外部連携による品質向上など、すべ

ての人が安心して楽しめる旅行商品を創出し、持続可能な事業として展開するためのポイン

トをまとめた。

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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④ユニバーサルツーリズム拡充に向けて

前章の「事前調査」結果から、ユニバーサルツーリズム商品を取り扱っている事業者が受

入環境の拡充や事業としての収益性を求めているのに対し、まだ取り扱っていない事業者は

、社内体制の未整備や人的リソース不足が課題と捉えているという違いが見られた。本マニ

ュアルはユニバーサルツーリズムにこれから取り組もうとしている、または取組初期段階の

旅行会社を対象としつつ、旅行会社がユニバーサルツーリズムに取り組む際の留意点や考え

方、参考となる対応例、商品造成のプロセスなどを整理した。

⑤旅行者の【お困りごと】を起点とした構成

ユニバーサルツーリズムの主たる対象である「旅行が困難な方々」の【お困りごと】の内

容や程度は一人ひとり異なり、一つとして同じケースはない。先入観を持たずに目の前の一

人ひとりと向き合うことが、ユニバーサルツーリズムの第一歩となる。

ユニバーサルツーリズムの目的は、【お困りごと】の解消そのものではなく、その先にあ

る「旅行を心から楽しむこと」にある。参加者の【お困りごと】を把握し、対応を図るにあ

たっての基本的な姿勢として、下記３点を心がける。

✓障害ではなく人を見る

障害名から対応を決めつけることは、本人の個性や主体性を損なう恐れがあり、障害の種

別ではなく、「その人がどうすれば安心して楽しめるか」という個人のニーズに焦点を当

てること。

✓インクルーシブデザインの考え方を踏まえる

企画の段階から多様なニーズを持つ当事者の視点を反映させることで、すべての人にとっ

て使いやすく魅力的なサービスを構築する。

✓情報保障と柔軟なコミュニケーションを工夫する

情報保障とは、情報のやりとりを行う際に、障害のある人が障害のない人と同一内容の情

報を同一時点において等しく取得できるようにすることで、障害のある人の特性に応じた

配慮が必要である。

89

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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⑥現場で実践的な活用可能なマニュアルのポイント

【お困りごと】の具体例とその対応例

高齢者や障害者が旅行に参加する際に準備や観光行動、宿泊などのプロセスや場面ごとに

どんな【お困りごと】があるかを想定し、その対応のヒントとなるよう、サポートや調整の

例を記載した。

【お困りごと】
(a.f,g）に対す
る対応例。

【お困りごと】
を情報収集、ハ
ード面、ソフト

面と分類

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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⑥現場で実践的な活用可能なマニュアルのポイント

プロセスごとの対応のノウハウ

企画から実施まで、各プロセスにおける具体的なノウハウを詳述。企画段階での情報収集

や関係機関との連携から、実施に際しての事前説明や現場対応など、実務に直結するポイン

トを記載した。

【必須】
最低限確認し、実施
・対応すべき事項

【＋α】：旅行の
満足度や質を高め
るために、配慮や
実施が望ましい事

項

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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92

⑦ユニバーサルツーリズム商品の販売と展開可能性

ユニバーサルツーリズムを事業として発展させるための指針を提示。すべての人が安心し

て楽しめる旅行商品を創出し、持続可能な事業として展開するためのポイントをまとめた。

旅行会社が持続可
能な事業として展
開するためのポイ

ントを記載

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開



巻末資料

ユニバーサルツーリズムに関連する法令や国の指針、観光庁におけるユニバーサルツーリ

ズムへの取組、旅行会社が利用できる全国の地域バリアフリー旅行相談窓口一覧、旅行者へ

の事前説明・ヒアリング確認項目例、参考となる制度やガイドラインなどを記載。

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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参考となる
関連マニュアル



２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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旅行会社が旅行商品企画時に相談することが
できるバリアフリー旅行相談口を整理し掲載



２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

事前説明・ヒアリ
ングの項目例を

記載
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⑧ユニバーサルツーリズムの商品造成・販売マニュアル総括

ユニバーサルツーリズムの取組は、商品を特殊なものとして切り分けるのではなく、既存

業務の延長線上にあるものとして捉え、旅行に際しての様々な【お困りごと】を丁寧に聞き

取り、調整することで実現可能なものである。

本マニュアルは、検討会において「障害名で対応を画一的に判断するのではなく、個々の

【お困りごと】に目を向け、その内容に応じた対応を整理すべきである」との示唆を踏まえ

、【お困りごと】を起点とした対応指針として取りまとめた。

また、本マニュアルでは「障害ではなく人を見る」という視点を基本的な考え方としてい

る。旅行会社の役割は、参加者一人ひとりが安心して旅を楽しめる環境を整えることである

。障害名から対応を決めつけるのではなく、「その人がどうすれば安心して楽しめるか」と

いう個々のニーズに焦点を当てることが重要である。

また、旅行商品を企画する際には、企画段階から多様な利用者を想定するインクルーシブ

デザインの視点を取り入れることが重要であり、誰にとっても利用しやすい商品設計を行う

ことは、商品価値の向上や顧客層の拡大につながる。

さらに、旅行の企画・実施においては、情報保障と柔軟なコミュニケーションの工夫も重

要である。文字情報や口頭説明だけでは理解が難しい場合もあるため、写真、地図、ピクト

グラム、動画など多様な手段を用いて情報の障壁を取り除き、参加者が内容を理解しやすい

形で情報提供・ヒアリングを行うことが大切である。

なお、旅行会社が医療・介護などすべての専門性を備える必要はなく、地域バリアフリー

旅行相談窓口などの地域の福祉事業者等と連携し、地域の福祉資源や専門人材と連携・分業

することで、より安全で円滑な旅行実施につなげることが可能となる。

検討会でのユニバーサルツーリズムに精通した有識者、関係団体の皆様からのご経験に基

づくご意見、そして現場の最前線で取り組んできた旅行会社の方々の専門的かつ実践的なご

意見、ならびにモニターツアーでの検証結果を踏まえ、本マニュアルでは、商品企画から実

施まで現場で活用可能な対応例や留意点、ノウハウを示した。

本マニュアルが、ユニバーサルツーリズムにこれから取り組もうとしている、または取組

初期段階にある旅行会社の商品造成・販売担当者の一助となり、ユニバーサルツーリズム商

品の拡充を通じて、これまで旅行を諦めていた方々の「新たな旅行機会」を創出し、すべて

の人に「より安全で質の高い旅行体験」が提供されることを期待する。

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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(４)オンラインセミナーの実施

①目的・対象

本オンラインセミナーは、旅行会社の商品造成・販売担当者を対象に、「旅行会社の商品

造成・販売担当者向けユニバーサルツーリズムの商品造成・販売マニュアル」について、単

にマニュアルを周知するだけでなく、有識者による解説の機会を設けることで、その内容を

より正確かつ具体的に理解していただくことを目的として開催したものである。

同マニュアルは、これからユニバーサルツーリズムに取り組もうとしている、または取組

の初期段階にある旅行会社を主な対象としている。ユニバーサルツーリズムの必要性や可能

性を感じながらも、どのように取り組めばよいか分からず、具体的な一歩を踏み出せていな

い旅行会社に対し、本セミナーおよびマニュアルを通じて、取組の契機としてもらうことを

目的としている。

そこで、長年の実績を有する大企業の先進事例を紹介するのではなく、ユニバーサルツー

リズムに取り組み始めた企業、すなわち現在進行形で挑戦を重ねている企業に登壇いただい

た。実際に試行錯誤しながら商品造成や販売に取り組んできた経験について、成功事例だけ

でなく、直面した課題やその乗り越え方も含めて共有いただくことで、参加企業が自社の状

況に置き換えて具体的にイメージできる内容とすることを重視した。

本オンラインセミナーを通じて、旅行会社がユニバーサルツーリズムに取り組む契機とし

ていただくとともに、誰もが旅行を諦めることのない環境の整備につなげていくことを目的

として実施。

②セミナータイトル

旅行会社の商品造成・販売のご担当者向け

「すべての人が安心して楽しめる旅づくり」オンラインセミナー

さあ、はじめよう！旅行会社だからこそできるみんなが主役の旅づくり

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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③開催概要

開催日時：2026年3月10日(火) 14:00～15:15

開催方法：オンラインウェビナー(Zoomウェビナー、事前予約制）

プログラム：

14:00 開会

 挨拶：観光庁参事官(旅行振興) 根来 恭子

  挨拶：一般社団法人日本旅行業協会部長 野浪 健一

14:05 マニュアル解説

14:25 講演①『ユニバーサルツーリズムに取り組み始めた旅行会社の事例』

（福山観光旅行株式会社 漆川 治樹氏）

14:35 講演②『旅行会社が知っておくべき地域の動向と連携イメージ』

（オフィスフチ 渕山 知弘 氏）

15:00 質疑応答

15:15 閉会（クラブツーリズム株式会社 安部 美伶）

④告知方法

・日本旅行業協会（JATA）、全国旅行業協会（ANTA）の協会員に向けて案内

・地方運輸局等を通して都道府県の登録旅行会社へ通知

・観光庁ＨＰにて告知

⑤告知期間

令和８年２月６日(金)～３月９日(月)まで

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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⑥セミナーチラシ

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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⑦観光庁ＨＰトピックスにて告知

令和8年2月19日～

２ 業務内容

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開
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⑧参加者数

事前申込者数：305名

当日参加者数：233名（最大同時接続数238名(同予約による複数端末視聴含)）

⑨当日の様子

２ 業務内容
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６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

ご挨拶

観光庁 根来恭子参事官(旅行振興)
ご挨拶

一般社団法人 日本旅行業協会
野浪健一部長

ユニバーサルツーリズムの促進に向けた
環境整備に関する調査事業事務局
アドバイザー 渕山知弘による解説

福山観光旅行株式会社
漆川代表取締役 講演



⑩アンケート結果

本セミナーの参加者248名のうち、145名からアンケートの回答を得た。（回答率58.4％）

・非常に満足  30件

・満足 107件

・不満 7件

・非常に不満 1件

・具体的な実例紹介や旅行会社サポートの紹介があり、役立ちました。

・以前よりユニバーサルツーリズムには関心がありましたが、全く知識や経験がない中で何

からはじめるべきがを理解できた。

・ユニバーサルツーリズムのハードルを下げてくれたことが一番の理由で、ウェビナーの運

営もスムーズで良かった。

・マニュアルの体系的な解説から、旅行会社の実践事例まで、具体的で学びの多い内容でし

た。特に、地域の相談窓口等と連携する「分業化」の考え方を知り、自社でもまずは出来る

ことから小さく取り組んでみようと前向きな気持ちになれた。

・広く日本国内の取り組みを知ることができましたし、どのように組織的に取り組むことが

可能かといった手順を知れたことも良かった。

・あらためてユニバーサルツーリズムを推し進める意味、そして社会貢献に繋がることを再

認識できた。

２ 業務内容

102

セミナー全体の満足度については、全体の94.5％が「非常に満足(20.7％）」または「満足
(73.8％）」と回答しており、高い評価を得た。

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q1.今回のオンラインセミナー全体の満足度

Q2.その理由は何ですか？（自由記述） ※一部抜粋



⑩アンケート結果

・非常に分かりやすい  31件

・分かりやすい 105件

・分かりにくい 6件

・非常に分かりにくい 3件

・マニュアル案の事前配布があったため事前学習ができた。

・対応例や写真付きでのご説明だったので、とても見やすく理解しやすかった。

・「お困りごと」別に説明されているので、障害についての知識がなくてもわかりやすい。

・障害別ではなく、困りごと別に区分された点が良いと思いました。「できることからはじ

める」というコンセプトが、「配慮義務」と難しく考えがちな点を、やさしく後押ししてく

れる内容だと思った。

・もう少し時間があって全体の解説が聞けると良かった。

・マニュアル内ポイントとなる項目を抜粋し、事例を用いた説明が理解につながった。

・ １００人いれば１００人それぞれの対応というのは、実際にやっていてそう思うところ

なので、どんどん経験値を積んでいくことが大切と感じる。

２ 業務内容
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マニュアルの解説については、全体の93.8％が「非常にわかりやすい(21.4％）」または「
わかりやすい(72.4％）」と回答しており、高い評価を得た。特に写真が多用されていてわ
かりやすいという声が多かった。

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q3.マニュアル解説の内容は分かりやすく感じましたか

Q4.その理由は何ですか？ （自由記述） ※一部抜粋



⑩アンケート結果

・非常に分かりやすい  41件

・分かりやすい 100件

・分かりにくい 3件

・非常に分かりにくい 1件

・モニターツアーの流れや当日の様子も交えて説明いただき、とてもわかりやすかった。

・漆川様が取組まれている範囲が広く、チャレンジできる機会がある、またチャレンジした

いというモチベーションの向上に繋がった。

・「小さくスタートする」という現場目線のアドバイスや、旅が持つ社会的意義について大

変共感でき、わかりやすかった。

・時間の関係もありますが、もう少し事例をしりたかった。また、断念した理由やコストな

時間がどのぐらい必要なのかなど知りたかった。

・長年の経験を持った方ではなく、新しく始めた会社さまのご説明だったので、高いハード

ルと感じなかった。

・事業者との協力関係構築、介助者、介護者間のどの立ち位置で始めたのか理解できた。

・取り組み始めたきっかけや経緯、実際に造成されたツアーを拝見して、同じく地域の旅行

会社が観光事業に取り組む価値を改めて実感したから。

２ 業務内容
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「ユニバーサルツーリズムに取り組み始めた旅行会社による事例」については、全体の
97.3％が「非常にわかりやすい(28.3％）」または「わかりやすい(69.0％）」と回答して
おり、高い評価を得た。特に具体的に事例や取組に至るまでの背景や経緯についてわかり
やすかったという声が多かった。

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q6.その理由は何ですか？ （自由記述） ※一部抜粋

Q5.講演「ユニバーサルツーリズムに取り組み始めた旅行会社による事例」の内容は分かりやすく
感じましたか



⑩アンケート結果

・非常に分かりやすい  31件

・分かりやすい   107件

・分かりにくい   7件

・非常に分かりにくい 0件

・相談窓口が各所にあることが知れて良かった。調べ方も併せて教えてもらえてよかった。 

・地域のユニバーサル案内所があるのは知っていましたが、問い合わせ等可能なのは知らな

かったので勉強になった。

・旅行会社単独での取組むにあたり、まず最初の一歩がハードルとなっていると感じている

。地元の情報及び介護のノウハウをお持ちの方々との連携により、ハードルが下がり送客・

商品造成へ繋がるイメージが持てた。

・「地域バリアフリー旅行相談窓口」が持つ情報集約や福祉用具の貸出し、人的サポートと

いった具体的な機能がよく理解できた。旅行会社だけではカバーしきれない福祉分野のノウ

ハウを地域と連携して補完し、企画段階から現地のサポートを組み込んでいくという連携イ

メージが明確に湧いた。

・旅行会社と地域センター窓口間の繋がりが最も細いというスライドは、実態を的確に反映

したもので、そこにこそ課題解決のヒントとなることに気づかされた。

・旅行会社、地域、専門機関の三者連携の図解により、当協会が担うべき「ハブ（繋ぎ役）

」の役割が明確になった。介護タクシーや備品レンタル業者とのネットワーク化など、地域

全体で受入環境を整えることの必要性を再認識した。

２ 業務内容
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「旅行会社が知っておくべき地域の動向と連携イメージ」については、全体の95.2％が「
非常にわかりやすい(21.4％）」または「わかりやすい(73.8％）」と回答しており、高い
評価を得た。特に地域バリアフリー旅行相談窓口との連携についてわかりやすかったとい
う声が多かった。

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q7.講演「旅行会社が知っておくべき地域の動向と連携イメージ」の内容は分かりやすく感じまし
たか

Q８.その理由は何ですか？ （自由記述） ※一部抜粋



⑩アンケート結果

・既に取り組んでいる（問10へ） 43件

・取り組む （問12へ） 29件

・取り組むかは未定 （問14へ） 71件

・取り組まない （問14へ）  2件

・非常に参考になった       12件

・参考になった       26件

・あまり参考にならなかった 3件

・参考にならなかった   1件

・未回答 1件

・旅行事業者の観点でプロセスごとの具体的な手配事項が明示されている

・業界全体の現状や、実際に行っている会社様の事例などを詳しく知ることができた。

・可視化することでとてもわかりやすくなった。また、これをもとに他社とも共通の認識が

できるようになるといいと思う。

・既に車椅子ユーザー向けのツアーを造成しているが、これまでは「車椅子」という枠組み

で捉えがちであった。マニュアルにあった「障害名ではなく、個別のお困りごとや『どうす

れば楽しめるか』に焦点を当てる」という視点に気づかされ、大変参考になった。一人ひと

りのニーズに寄り添うという基本姿勢を、今後の商品造成やお客様へのヒアリングに早速取

り入れていきたいと考えている。

２ 業務内容
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今回のマニュアルにより、ユニバーサルツーリズムに取り組むと答えた人は20％であった。

ユニバーサルツーリズムに既に取り組んでいると答えた人の全体の90.5％が「非常に参考に
なった(28.6％）」または「参考になった(61.6％）」と回答しており、高い評価を得た。

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q１１.その理由は何ですか？ （自由記述） ※一部抜粋

Q10.前問９にて「既に取り組んでいる」と回答された方にお尋ねします。現在の取組に、今回のマ
ニュアルは参考になりましたか

Q9.今回のマニュアルにより、ユニバーサルツーリズムに取り組めそうですか【回答後（）内の設問
へお進みください】



⑩アンケート結果

・～3か月以内  10件

・～6か月以内   5件

・～1年以内   9件

・1年以上 4件

・未回答  1件

・事業として成り立つか試してみたい。社内リソースは多くあるので。(～3か月以内)

・今後の必要性を感じたから。(～3か月以内)

・自治体からの見積参画依頼があった為。(～3か月以内)

・社内体制作りと外部連携を模索しながら取り組みしていきたい。(～6か月以内)

・地元調整など必要な事柄を行う時間も必要と考えた。

・兼ねてから取り組みたいと考えているから。（～１年以内）

・受け入れ対応ができるかどうか、ヘルパーを含める福祉車両の有無の確認と高齢者のアウ

トドア体験の行程とガイドの育成に取り組んでみたい。(～1年以内)

・まずはエリアの観光施設・宿泊施設の「バリアフリー情報の棚卸し（数値・写真化）」か

ら着手する。並行して「心のバリアフリー認定制度」の周知を行い、1年以内には旅行会社

からの相談に対して、具体的なデータと連携先を提示できる体制の基礎を築きたい。(～1年

以内)

２ 業務内容
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ユニバーサルツーリズムに取り組んでいないが、今回のマニュアルによりユニバーサルツ
ーリズムに取り組めそうと答えた人の約54％が「半年以内に取り組む」と回答であった。

６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q12.前問９にて「取り組む」と回答された方にお尋ねします。どのくらいの期間で取り組めそうです
か。

Q13.その理由をお聞かせください  （自由記述） ※一部抜粋



⑩アンケート結果

・もう少し勉強して検討したい。

・まずは現状把握が必要。町内の事業者でどこまで対応ができるかなど現時点では全く情報

がないため情報収集等から始めていく必要があると感じた。

・取り組む意欲はあるが、観光事業の人材不足により不安がある。ソフト面など、すぐにで

きる小さなことから始めていきたい。

・コスト面、利益なども考えていかなくてはいけない。対応できる時間、配置など検討しな

くてはいけないため、受け入れについてはまだ未定。

・少しづつ地域や観光団体のUTへの理解は深まっているように感じるが、取り組み始めると

なると誰とどこからなど所属団体や関連団体との協議が必要と感じているため。

・高齢者の団体などから申し込みがあれば今回のセミナーを参考にして車いす貸出しなどの

窓口がないか探して対応したい。

・【ユニバーサルツーリズム≒障碍者、車椅子ご利用の方】のイメージを持つ方も多い。初

心者向けにもわかりやすいセミナーの内容でしたので、ぜひ社内で共有可能な資料や動画を

提供していただければと思う。

・最初の挨拶で「ハードルを低く出来るところから」とあり、肩の力をぬきセミナーを受け

ることができた。障害のある方が旅行を気軽に楽しめる世の中になるよう出来る事をしてい

きたいと思った。

・コロナ禍以後、インバウンドや地域共創といった分野に加え、このユニバーサルツーリズ

ムは欠かせないものであると再認識できた。勇気づけられた。

・観光庁としての、ユニバーサルツーリズムにおける旅行会社側への助成制度の今後の拡充

を望みます。

・日本のユニバーサルツーリズムの推進のため、このようなセミナー機会をぜひ今後も継続

いただけたら大変嬉しい。

・こういったマニュアルの作成や情報発信はとても大切だと思うので、継続して実施や啓も

う活動をお願いしたい。

２ 業務内容
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６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開

Q14.前問９にて「取り組むかは未定」または「取り組まない」と回答された方にお尋ねします。その
理由をお聞かせください  （自由記述） ※一部抜粋

Q15.その他、今回のセミナーのご感想などがあればご自由にお書きください（自由記述）
※一部抜粋



⑪総括

ユニバーサルツーリズム「すべての人が安心して楽しめる旅づくり」オンラインセミナー

を、3月10日（火）14時よりオンライン形式で開催した。本セミナーは「さあ、はじめよう

！旅行会社だからこそできるみんなが主役の旅づくり」をテーマに、旅行会社および関係者

を対象として、ユニバーサルツーリズムの理解促進と実践に向けた意識醸成を目的に実施し

た。事前申込は305名、当日参加は233名で、旅行会社のほか、観光協会、自治体、大学、交

通・宿泊関連企業、福祉団体、広告・メディア関係など、多様な関係者が参加した。

アンケート結果では、セミナー全体の満足度について「非常に満足」「満足」と回答した

参加者が大多数を占め、全体として高い評価を得る結果となった。また、マニュアル解説や

事例紹介、地域連携に関する講演についても「分かりやすい」とする回答が多く、内容理解

の促進に一定の効果があったと考えられる。

参加者からは、「具体例や実践体験を交えた説明で業務に役立つ」「小さく始めるという

考え方により心理的なハードルが下がった」「地域のバリアフリー旅行相談窓口など外部と

の連携により取組の可能性を感じた」といった声が寄せられた。特に、ユニバーサルツーリ

ズムに取り組み始めた旅行会社の実践事例については、自社の状況に置き換えて具体的にイ

メージしやすい内容として評価され、参加者の理解や共感を得られたと考えられる。

一方で、人材不足やコスト面への懸念、地域における受入体制や情報の不足など、実際の

取組に向けた課題も指摘された。これらの意見は、ユニバーサルツーリズムの普及に向けて

、マニュアルの活用に加え、地域の相談窓口や関係機関との連携強化、情報共有が大切であ

ることを示唆している。

全体として、参加者はユニバーサルツーリズムの実践手法や現状を把握することができ、

心理的ハードルを下げながら、できることから段階的に取り組もうとする意欲の醸成につな

がったと考えられる。また、オンライン開催により地域を問わず参加でき、多様な関係者間

で知見を共有できたことは、ユニバーサルツーリズムの機運の醸成に一定の効果があったも

のと考えられる。

２ 業務内容
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６ ノウハウを含んだマニュアル作成及び横展開



(１)調査の目的

本調査は、旅行会社、宿泊施設、バリアフリー旅行相談窓口といった観光関連事業者を

対象に、ユニバーサルツーリズムに対する取組状況、課題、情報発信や情報収集の実態等

を把握するとともに、高齢者、障害者、子連れ家族等の旅行者側の旅行需要や、旅行時に

感じている課題、必要とされる情報等について把握することを目的として実施した。これ

らの調査結果をもとに、ユニバーサルツーリズムの普及・促進に向けた現状と課題を整理

し、今後の政策立案に活用していく。

(２)調査対象者

本調査は、旅行者側として高齢者・障害者（身体障害者、視覚障害者、聴覚障害者、精

神障害者、知的障害者、発達障害者）・子連れ家族を対象とし、ユニバーサルツーリズム

の提供者側として旅行会社、宿泊施設、トラベルヘルパー・旅行介助士、バリアフリー旅

行相談窓口を対象とし調査を実施した。

【サンプル数】

対象
計画

サンプル数
【a】

有効
サンプル数
【b】

計画に対する
回収率（有効）

【b/a】

高齢者 1,200 2,305 約192%

障害者（計） 1,200（各200） 1,263 約105%

・身体障害者 200 212 約106%

・視覚障害者 200 210 約105%

・聴覚障害者 200 210 約105%

・精神障害者 200 210 約105%

・知的障害者 200 210 約105%

・発達障害者 200 211 約106%

子連れ家族 500 512 約102%

旅行会社 120 148 約123%

宿泊施設 260 283 約109%

トラベルヘルパー・旅行介助士 100 106 約106%

バリアフリー旅行相談窓口 50 同左 100%
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２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査



(３)調査期間

・旅行会社・宿泊施設：2025年11月7日（金） ～ 11月25日（火）

・トラベルヘルパー／旅行介助士、バリアフリー旅行相談窓口：

2025年11月7日（金） ～ 12月7日（日）

・高齢者：2025年11月7日（金）～12月15日（月）

・障害者・子連れ家族：2025年11月7日（金）～11月26日（水）

(４)アンケ―ト発信方法

■旅行提供者

旅行提供者側については、下記団体の協力を得て、各団体の会員に向けてアンケートを

配信した。

【旅行会社】

・一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）

・一般社団法人 全国旅行業協会（ANTA）

【宿泊施設】

・一般社団法人 日本旅館協会

・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

・一般社団法人 日本ホテル協会

・一般社団法人 全日本ホテル連盟

【トラベルヘルパー・旅行介助士】

・NPO法人 日本トラベルヘルパー協会

・一般社団法人 日本介護旅行サポーターズ協会

【バリアフリー旅行相談窓口】

・NPO法人 日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク

・NPO法人 日本バリアフリー観光推進機構

■旅行者

旅行者側については、調査会社を通じてアンケートを配信し、各類型ごとの回答を得た。
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２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査
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・回答者の69.5％が平日に旅行をしている。

・旅館・ホテルのバリアフリー情報について知りたい情報としては、「宿までの送迎有無」が最も高く、その次

に「館内移動のバリアフリー対応」「従業員の対応が快いか」が続いた。

・旅行に行くことが人生を豊かにすると回答した人は旅行に行かない人も含めて約７割となっており、旅行は

高齢者のウェルビーイング向上にも寄与していることが判明した。

【調査結果抜粋】

・あなたが直近数年間
で国内宿泊旅行に行か
れたのは主に休日と平
日のどちらでしたか。

・あなたが直近数年間
で行かれた国内宿泊旅
行の際、旅館・ホテル
を選ぶにあたって、旅
館・ホテルのバリアフ
リーについて知りたい
ことはどのようなこと
でしたか。

・旅行に行くこと
は、あなたの人生
を豊かにするうえ
でどの程度重要な
ことですか。

平日

69.5%

休日

30.5%

平日 休日

n=1840

①高齢者

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要
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・全体の３割は旅行に行かず、1年に1回以上旅行に行く層も半数以下に止まっている。

・旅館・ホテルのバリアフリー情報について知りたい情報としては、「館内移動のバリアフリー情報」「従業員

の対応が快いか」「入浴施設のバリアフリー情報」が続いた。

・旅行は人生を豊かにすると回答した人は旅行に行かない人も含めて全ての障害者区分で50％以上と

なっており、旅行は障害のある方のウェルビーイング向上にも寄与していることが判明した。

【調査結果抜粋】

・あなたはどれぐらいの
頻度で旅行（国内宿泊旅
行）をされますか。

・あなたが直近数年間で
行かれた国内宿泊旅行の
際、旅館・ホテルを選ぶ
にあたって、旅館・ホテ
ルのバリアフリーについ
て知りたいことはどのよ
うなことでしたか。

2.8 
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18.1 

18.1 

20.9 

33.0 

27.1 

30.5 

48.1 

27.1 

38.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

身体障害者

（N:212）

視覚障害者

（N:210）

聴覚障害者

（N:210）

精神障害者

（N:210）

知的障害者

（N:210）

発達障害者

（N:211）

％

18.6

17.4

17.0

13.8

13.4

10.6

8.0

1.1

53.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

館内移動のバリアフリー情報

（例：エレベーター、スロープ、段差の有無等）

従業員の対応が快いか

（歓迎的であるか）

入浴施設のバリアフリー情報

（例：手すり、貸切風呂、シャワーチェア等）

食事対応の柔軟さ

（例：アレルギー、刻み食・やわらか食など）

トイレのバリアフリー情報

（例：車椅子対応トイレ、多目的トイレ等）

宿までの送迎有無

ユニバーサルルームの有無

その他

バリアフリー情報について知りたいことはなかった

<全体>（N:833）

％

②障害者

・旅行に行くことは、あ
なたの人生を豊かにする
うえでどの程度重要なこ
とですか。

％

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要
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・旅館・ホテルを選ぶにあたって、子供の受入体制について知りたいことについては、全体としては「子供向

けの体験・アクティビティ」が61.7％となっており最多であった。なお、年齢別では0～2歳は「食事面」が最

多であり、3歳以上は「子供向けの体験・アクティビティ」が最多となっていた。

・子供を連れて旅行をする上で困ったことや気になったこととしては、「ベッドなどの寝具関連」「食事内容」

について多くの回答が見られた。0～2歳では「子供の寝具」や「食事」が多く挙げられており、3歳以上で

は「トイレ」や「風呂」が複数挙げられた。

・子連れで旅行へ行くことが人生を豊かにすると回答した人は旅行に行かない人も含めて80.2％となって

おり、子連れ旅行はウェルビーイングに大きく寄与することが明らかになった。

【調査結果抜粋】

・あなたがお子さんと直
近で行った国内宿泊旅行
の際、旅館・ホテルを選
ぶにあたって、旅館・ホ
テルの子供の受入体制に
ついて知りたいことはど
のようなことでしたか。
いくつでもお知らせくだ
さい。

・あなたがお子さん
と直近で行った国内
宿泊旅行で、お困り
になったことや気に
なったことがありま
したら自由にご記入
ください。

困ったことの分類 回答数 困ったことの分類 回答数

ベッドなどの寝具 16子供向けスペース 3

食事内容 15子供用寝間着 3

風呂 10食事場所 3

こどものうるささ 8ベビーカー 3

トイレ 7床でハイハイ 3

子供向けアメニティの
有無

5旅費 3

おむつ 3その他（少数意見） 28

③子連れ家族

非常に重要 40.2%

ある程度重要

40.0%

あまり重要でない

10.9%

まったく重要でない 8.8%

非常に重要 ある程度重要 あまり重要でない まったく重要でない

n=512

・子連れで旅行に行
くことは、あなたの
人生を豊かにするう
えでどの程度重要な
ことですか。

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要
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・高齢者や障害のあるお客様を対象としたユニバーサルツーリズム商品を自社で企画し、取り扱っている

企業は26社（約18％）であった。

・そのうち、ユニバーサルツーリズムは「収益が見込まれ、社会的意義もある」と回答した企業は40％を超

え、社会的意義においては70％近くの企業が社会的意義を感じている結果となった。

・ユニバーサルツーリズム商品を自社で企画して取り扱っている事業者の70％以上は採算はとれるとして

おり、実際に取り組んでいる企業においては、社会的意義の高さに加え、収益性についても前向きな評価

がなされている。

【調査結果抜粋】

・高齢者や障害のある
お客様を対象としたユ
ニバーサルツーリズム
商品を自社で企画して
取り扱っていますか。

はい 17.6%

いいえ 82.4%

はい いいえ

n=148

・ユニバーサルツー
リズムの商品の取り
扱いをしている主な
理由を教えてくださ
い。

収益が見込まれ、

社会的意義もある

42.3%

収益は見込まれないが、

社会的意義がある 26.9%

収益が見込まれるから

（社会的意義は特に考慮し

ていない）

回答者なし

その他 30.8%

収益が見込まれ、

社会的意義もある

収益は見込まれないが、

社会的意義がある

収益が見込まれるから

（社会的意義は特に考慮していない）

その他

n=26

・ユニバーサル
ツーリズムの商品
の採算状況につい
て教えてください。

十分に採算が

取れている 11.5%

概ね採算が

取れている 61.5%

採算が

取れていない 26.9%

十分に採算が

取れている

概ね採算が

取れている

採算が

取れていない

n=26

④旅行会社

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要
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・バリアフリーの対応について、全体の約41％の施設がユニバーサルルームを設置していると回答した。そ

のうち12％が標準客室と比較して収益性が高いと回答しており、その要因としては「早期に予約がうまりや

すい」「高い料金設定が可能」が多かった。

・バリアフリー対応に取り組む宿泊施設が、バリアフリー整備を進める上で苦慮している点としては、「整備

を進めても採算の向上が見込めない」「障害者等を受け入れるための人員体制やノウハウが不足してい

る」「ホテルや旅館の雰囲気になじむデザインの機器・設備が少ない」の順に回答が多く、バリアフリー対応

を進める上での課題が明らかになった。

【調査結果抜粋】

・他の部屋（標
準客室）と比較
してユニバーサ
ルルームの収益
は高いですか。

・ユニバーサル
ルームの収益が
高いと感じる要
因は何でしょう
か。

高い 12.0%

変わらない 45.3%

低い 42.7%

高い 変わらない 低い

n=117

⑤宿泊施設

・バリアフリー対応
に取り組んでいる宿
泊施設が、施設のバ
リアフリーの整備を
進めるにあたって苦
労・苦慮をすること
は何ですか。

％

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要
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・トラベルヘルパー・旅行介助士の主な支援は旅行中の移動介助との回答が最も多い回答率となった。

・活動理由については、収益のみを目的とする回答はゼロであり、多くの人が社会的意義を重視して活動

していることが明らかになった。その他では「対象者の生きがいや幸福支援のため」という理由もあった。

・旅行支援を行うにあたって旅館・ホテルのバリアフリーについて知りたい情報としては、入浴施設のバリア

フリー情報、館内移動のバリアフリー情報 、トイレのバリアフリー情報の順に多く、ハード面の情報が多く求

められていた。

【調査結果抜粋】

・直近数年間で支援し
た旅行において、あな
たがトラベルヘルパー、
または旅行介助士とし
て行っている、もしく
は依頼・要望を受ける
ことが多い支援活動内
容を教えてください。

・あなたがトラベルヘ
ルパー、または旅行介
助士として支援・活動
を行っている主な理由
を教えてください。

収益が見込まれ、社会的意

義もあると考えたため

43.4%

収益は見込まれないが、社会的

意義があると考えたため

41.5%

収益が見込まれるから（社会的

意義は特に考慮していない）

回答なし

その他

15.1%

収益が見込まれ、社会的意義もあると考えたため

収益は見込まれないが、社会的意義があると考えたため

収益が見込まれるから（社会的意義は特に考慮していない）

その他

n=106

⑥トラベルヘルパー・旅行介助士

・あなたが直近数年
間の旅行支援を行う
にあたって旅館・ホ
テルのバリアフリー
について知りたい情
報はどのようなこと
でしたか。あてはま
るものをいくつでも
お知らせください。

％

％

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要
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・バリアフリー旅行相談窓口が受ける相談者の内訳としては、「障害者」が最も多く44％であり、「高齢者」

が次点で40％であった。

・相談内容としては、「宿泊施設のバリアフリー情報」「観光施設のバリアフリー情報」「目的地までの交通手

段」の順で多かった。 また、宿泊施設のバリアフリー情報に関する相談の内訳としては、「ユニバーサル

ルームの有無」「入浴施設のバリアフリー情報」「トイレのバリアフリー情報」といったハード面の相談が多く

見られた。

【調査結果抜粋】

・直近数年間の旅行
相談の中で、最も相
談が多い相談者の種
別を下記よりお選び
ください。

・貴地域のバリア
フリー旅行情報に
ついて、直近数年
間で高齢者・障害
者等からどのよう
な相談を多く受け
ますか。

⑦バリアフリー旅行相談窓口

・宿泊施設のバリア
フリー情報について、
直近数年間で高齢
者・障害者等からど
のような相談を多く
受けますか。

％

２ 業務内容

７．旅行が困難な方の需要掘り起こしのための調査

(５)調査結果概要



令和７年度
ユニバーサルツーツーリズム促進に向けた

環境整備に関する調査業務

報告書

観光庁 観光産業課・参事官（旅行振興）
（業務委託先 クラブツーリズム株式会社）
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